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中
国
研
究
集
刊

重
号
（
第
六
十
八
号
）

令
和
四
年
八
月

二
五

四
四
頁

―

清
華
簡
『
五
紀
』
に
見
え
る
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承

─

―

王
権
の
由
来
と
正
当
性

湯

浅

邦

弘

序

言

戦
争
神
話
に
は
古
代
人
の
記
憶
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
起
源
、
善
と
悪
の
対

立
、
民
族
や
国
家
の
創
始
、
さ
ら
に
は
王
権
の
由
来
や
そ
の
正
当
性
な
ど
の
残
影
で
あ

る
。古

代
中
国
に
お
け
る
最
初
に
し
て
最
大
の
戦
争
は
、
黄
帝
と
蚩
尤
の
戦
い
で
あ
る
。

し

ゆ

う

初
め
て
武
器
を
作
っ
た
蚩
尤
は
、
大
暴
風
雨
や
濃
霧
も
駆
使
し
て
黄
帝
を
苦
戦
に
陥
れ

る
。
黄
帝
は
霧
の
中
を
自
在
に
走
る
指
南
車
を
繰
り
出
し
て
形
勢
を
挽
回
し
、
よ
う
や

く
涿

鹿
の
野
に
蚩
尤
を
誅
殺
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
黄
帝
の
世
界
制
覇
が
実
現
し
、
黄

た

く

ろ

く

帝
は
中
華
民
族
国
家
の
始
祖
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
誅
殺
さ
れ

た
蚩
尤
も
、
そ
の
卓
越
し
た
軍
事
的
才
能
に
よ
り
、
中
国
の
戦
争
神
と
し
て
祭
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
に
新
た
に
公
開
さ
れ
た
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
以
下

「
清

、

華
簡
」
と
略
称
）
の
『
五
紀
』
に
見
え
る
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
に
つ
い
て
基
礎
的
な
考
察

を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一

研
究
の
背
景
と
経
緯

黄
帝
・
蚩
尤
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
神
話
研
究
や
古
文
字
学
研
究
の
観
点
か
ら
注
目

さ
れ
、
日
本
で
は
森
三
樹
三
郎
、
白
川
静
、
御
手
洗
勝
、
中
国
で
は
袁
珂
な
ど
の
諸
氏

に
よ
っ
て
、
重
厚
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
戦
い
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の

か
、
黄
帝
・
蚩
尤
そ
れ
ぞ
れ
の
原
像
は
何
か
、
と
い
う
点
が
追
究
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
研
究
を
前
に
し
て
も
、
今
ひ
と
つ
釈
然
と
し
な
い
印
象

が
残
っ
て
い
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
中
国
神
話
に
整
然

と
し
た
体
系
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
資
料
が
限
ら
れ
て
い
て
情
報
が
断
片
的
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
も
か
な
り
の
合
理
化
・
人
間
化
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
黄
帝
の
側
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
戦
争
神
話
で
あ
り
な

が
ら
兵
学
思
想
研
究
か
ら
の
考
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
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そ
こ
で
筆
者
は
、
拙
著
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史
の
研
究

（
研
文
出
版
、
一
九
九
九

』

年
）
の
続
編
と
し
て

『
戦
い
の
神

中
国
古
代
兵
学
の
展
開

（
研
文
出
版
、
二
〇

、

』

─

─

〇
七
年
）
を
刊
行
し
、
そ
の
第
一
部
で
こ
の
黄
帝
・
蚩
尤
の
戦
い
を
取
り
上
げ
た
。
そ

の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
改
め
て
「
黄
帝
・
蚩
尤
の
戦
」
の
伝
承
を
網
羅
的
に
整
理
し
、
そ
の
基
本
的
構

造
、
神
話
的
要
素
、
黄
帝
像
、
蚩
尤
像
、
戦
乱
の
原
因
と
武
力
行
使
、
戦
場
、
天
人
関

係
な
ど
の
指
標
ご
と
に
分
類
し
て
み
た
。
そ
こ
に
は
、
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見

ら
れ
た
一
方
、
そ
う
し
た
多
様
性
を
超
え
て
「
蚩
尤
作
兵
」
す
な
わ
ち
蚩
尤
が
武
器
を

創
作
し
た
、
ま
た
は
蚩
尤
が
戦
争
を
興
し
た
と
い
う
伝
承
の
大
枠
は
共
通
し
て
い
た
。

し
か
し

『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇

『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
の
み
は

「
蚩
尤
作
兵
」
自

、

、

、

体
を
否
定
し
、
蚩
尤
が
黄
帝
に
匹
敵
す
る
高
位
の
人
（
神
）
な
ど
で
は
な
く
、
単
な
る

「
庶
人
」
と
す
る
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
十
六

経
』
五
正
篇
や
正
乱
篇
で
は
、
戦
争
神
と
し
て
の
蚩
尤
に
対
す
る
畏
怖
畏
敬
の
念
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
蚩
尤
は
天
道
の
推
移
に
従
っ
て
黄
帝
に
討
伐
さ
れ
る
べ
き
反
逆
者

で
あ
り
、
人
々
へ
の
見
せ
し
め
と
し
て
登
場
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
特
異
な
蚩
尤
像
は
、
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
単
な
る
一
異
伝
と
い
う
の
で
は

な
く
、
中
国
の
戦
争
論
、
王
の
武
力
行
使
を
正
当
化
す
る
思
想
、
中
国
の
文
武
観
な
ど

か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
た
伝
承
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。

そ
の
後
、
黄
帝
・
蚩
尤
に
関
す
る
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
、
汪
海
波
『
蚩

尤
考
証

斉
魯
書
社

二
〇
一
四
年

が
刊
行
さ
れ
た

し
か
し
本
書
は

史
記

山

』（

、

）

。

、『

』『

』

、

海
経

な
ど
従
来
使
用
さ
れ
て
き
た
資
料
に
基
づ
い
て
蚩
尤
伝
承
を
再
編
し
た
の
み
で

そ
こ
に
新
た
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
新
出
土
文
献
と
し
て
馬
王

堆
漢
墓
帛
書
『
十
六
経
』
正
乱
篇
を
紹
介
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
誅
殺
さ
れ
た
蚩
尤
の

死
体
が
分
解
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
も
の
で

「
分
尸
」
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い

、

る
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
が
追
究
し
た
よ
う
な
、
そ
の
意
義
や
正
乱
篇
の
思
想
史
的
特
質

に
つ
い
て
は
全
く
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
二
〇
二
一
年
に
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』
の
第
十
一
分

冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
『
五
紀
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
黄
帝
・

蚩
尤
伝
承
が
認
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
は
『
五
紀
』
の
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

二

清
華
簡
『
五
紀
』
に
つ
い
て

清
華
簡
『
五
紀
』
は

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

（
中
西
書
局
、
二
〇
二
一

、

）
』

年
十
一
月
）
所
収
文
献
で
、
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
古
佚
書
で

あ
る
。
同
書
の
説
明
を
基
に
概
要
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

・
竹
簡
は
全
百
三
十
簡
と
い
う
膨
大
な
分
量
で
、
各

簡
の
簡
長
は
約
四
十
五
セ
ン
チ
、
幅
は
約
〇
・
六

セ
ン
チ
。
三
道
編
綫
。

・
文
字
は
、
毎
簡
三
十
五
字
前
後
が
筆
写
さ
れ
て
お

り
、
竹
簡
の
下
端
に
編
号
が
認
め
ら
れ
る
（
一
部

欠
損
の
た
め
確
認
で
き
な
い
簡
あ
り

。
現
存
総

）

文
字
数
は
四
四
七
〇
字
で
あ
る
。

、

（

、

、

、

、

・
先
秦
時
代
の
佚
書
で

五
紀

日

月

星

辰

歳
）
と
礼
、
義
、
愛
、
仁
、
忠
の
五
徳
を
軸
に
、

天
人
体
系
を
構
成
し
、
戦
国
時
代
の
天
人
観
念
を

展
開
し
て
い
る

「
五
紀
」
は
こ
う
し
た
内
容
に

。

基
づ
く
仮
称
で
篇
題
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

各竹簡下端の編号「一」～「十」
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こ
こ
に
若
干
の
補
足
説
明
を
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
各
竹
簡
の
下
端
に
編
号
が
記
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
古
佚
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竹
簡
を
再
排
列
す
る
作
業

は
比
較
的
容
易
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
簡
の
背
面
に
は
、
一
部
劃
痕
も
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
状
況
も
、
こ
の
編
号
に
基
づ
く
竹
簡
排
列
に
疑
問
を
呈
す
る
よ
う

な
点
は
な
い

。

（
注
１
）

、

、

、

次
に

竹
簡
に
付
け
ら
れ
た
記
号
に
つ
い
て
は
特
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が

実
は

重
文
号
・
合
文
号
の
他
に
も
若
干
の
「
墨
点
」
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
数
は
少
な

、

。

、

く

章
・
節
の
区
切
り
や
句
読
点
と
し
て
重
視
す
べ
き
ほ
ど
の
分
量
で
は
な
い

ま
た

こ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
原
著
に
あ
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
筆
写
者
が
便
宜
的
に
付

け
加
え
た
も
の
な
の
か
も
今
の
と
こ
ろ
判
然
と
し
な
い

。

（
注
２
）

一
例
を
あ
げ
る
と
、
第
百
七
号
簡
「
黄
帝
乃
具
五
犠
五
物
」
の
「
帝
」
の
直
後
に
墨
点

が
打
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
句
読
点
の
位
置
と
し
て
は
、
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

こ
の
『
五
紀
』
に
つ
い
て
は

『
文
物
』
二
〇
二
一
年
第
九
期
に
関
連
論
文
四
本
が
収

、

録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
復
旦。

大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る

三

『
五
紀
』
の
全
体
構
造
と
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
に
つ
い
て

黄
帝
・
蚩
尤
の
伝
承
は
、
清
華
簡
『
五
紀
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
『
五
紀
』
の
全
体
構
造
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て

み
た
い

『
五
紀
』
は
全
百
三
十
簡
、
総
文
字
数
四
四
七
〇
字
で
あ
る
。
こ
の
分
量
を
イ

。 墨
点
の
例
「
黄
帝
乃
五
犠
五
物
」

メ
ー
ジ
す
る
手
が
か
り
と
し
て
『
老
子
』
を
あ
げ
て
み
よ
う

『
老
子
』
は
「
五
千
言
」

。

と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
『
五
紀
』
は
、
分
量
的
に
は
『
老
子
』
に
近
い
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
文
献
で
あ
る
。

黄
帝
・
蚩
尤
に
関
す
る
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
内
の
第
九
十
七
号
簡

～
第
百
十
二
号
簡
（
釈
文
一
二
四
～
一
二
八
頁

。
す
な
わ
ち
こ
の
文
献
の
終
盤
に
当
た

）

る
。『

五
紀
』
の
冒
頭
は
、
か
つ
て
世
界
に
洪
水
が
溢
れ
「
天
紀
」
が
乱
れ
た
の
を

「
后

、

帝
」
や
そ
の
臣
下
の
「
四
幹

「
四
輔
」
ら
が
憂
え
、
后
帝
が
身
を
修
め
、
五
紀
を
正
し

」

た
こ
と
に
よ
っ
て
洪
水
が
止
み
、
世
界
が
正
常
化
し
た
と
い
う
説
明
に
始
ま
る
（
釈
文

九
〇
頁

。）

以
下
、
原
文
の
引
用
は

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

（
中
西
書
局
、
二
〇
二

、

）
』

一
年
十
一
月
）
の
釈
文
に
基
づ
き
、
一
部
異
体
字
な
ど
を
現
在
の
通
行
文
字
に
置
き
換

え
た
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
末
尾
の
漢
数
字
は
釈
文
の
頁
数
で
あ
る
。
重
文

号
・
合
文
号
は
省
略
し
、
そ
れ
を
反
映
し
た
漢
字
を
記
す
。
そ
れ
以
外
の
墨
点
は
「

」
■

の
記
号
で
示
す
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
の
後
の
（

）
内
に
筆
者
の
理
解
に
基
づ
く

訓
読
を
掲
げ
る
。

な
お

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

』
の
釈
文
が
公
開
さ
れ
た
後
、
清
華
大
学

、

）

出
土
文
献
読
書
会
に
よ
っ
て
「
清
華
簡
第
十
一
輯
整
理
報
告
補
正
」
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。
以
下
本
稿
で
こ
れ
に
言
及
す
る
場
合
に
は

「
補
正
」
と
略
称
す
る
。

、

、

、

、

、

、

、

。

唯
昔
方
有
洪

奮
溢
于
上

后
帝

四
幹

四
輔

乃
聳
乃
懼

稱
攘
以
圖

…
…

、

、

、

、

、

。

后
帝
靖
己

修
歷
五
紀

自
日
始

乃
旬
簡
五
紀

有
洪
乃
彌

五
紀
有
常

…
…

（
九
〇
頁
）

（
唯
れ
昔
方
に
洪
有
り
、
上
に
奮

溢
す
。

后
帝
、
四
幹
、
四
輔
、
乃
ち
聳

…
…

こ

ほ

う

ふ

ん

い

つ

お

そ

れ
乃
ち
懼
れ
、
攘
を
称
え
て
以
て
図
る
。
后
帝

己

を
靖
し
み
、
五
紀
を
修
歴
す

お

そ

お

の

れ

つ

つ
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、

、

。

、

る
こ
と

日
よ
り
始
め

乃
ち
旬
り
て
五
紀
を
簡
す

洪
有
る
も
乃
ち
弥
み

…
…

め

ぐ

け

み

や

（
注
３
）

五
紀
常
有
り
。
）

こ
こ
に
登
場
す
る
「
后
帝
」
と
は

『
詩
経
』
魯
頌
・
閟
宮
の
「
皇
皇
后
帝
」
の
鄭
箋

、

に
「
皇
皇
后
帝
、
謂
天
也
」
と
あ
る
よ
う
に

『
詩
経
』
で
は
魯
の
郊
祭
の
対
象
で
あ
る

、

「
昊
天
上
帝
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
そ
う
し
た
上
帝
の
意
味
で
理
解
し
て
お

き
た
い
。

そ
の
後
は
、
后
帝
の
言
（

后
曰

）
と
し
て
、
天
と
人
に
関
わ
る
五
紀
・
五
事
の
内

「

」

訳
が
語
録
の
よ
う
な
体
裁
で
説
明
さ
れ
て
い
く

九
一
～
一
一
三
頁

そ
こ
で
は

天

（

）
。

、「

の
五
紀
」
と
し
て
「
日
月
星
辰
歳
」
を
挙
げ
、
天
地
の
物
事
を
こ
の
五
紀
に
配
当
し
て

い
く
一
方

「
后
之
正
民
之
徳
」
と
し
て
「
礼
義
愛
仁
忠
」
を
挙
げ
、
様
々
な
人
事
を
こ

、

の
五
つ
に
配
当
す
る
。
ま
た
、
世
界
の
秩
序
が
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

「
群
神
」
が
職

、

位
を
得
て
不
善
を
監
督
す
る
よ
う
に
な
り

五
穀
六
畜
水
火

が
正
し
く
め
ぐ
り

庶

、「

」

、「

人
」
が
服
し

「
神
鬼
」
が
祭
ら
れ

「
邦
家
」
が
建
設
さ
れ

「
草
木
」
が
繁
茂
し
た
と

、

、

、

す
る
。
ま
た
そ
う
し
た
「
天
道
」
が
存
続
す
れ
ば
、
天
下
の
基
準
も
違
う
こ
と
は
な
く

な
る
と
い
う
。

后
曰
、
日
月
星
辰
歳
、
唯
天
五
紀
。

后
曰
、
一
風
、
二
雨
、
三
寒
、
四
暑
、

…
…

五
大
音
、
天
下
之
時

（
九
一
頁
）

。

（
后
曰
く
、
日
月
星
辰
歳
は
、
唯
れ
天
の
五
紀
な
り
。

后
曰
く
、
一
は
風
、

…
…

（
注
４
）

二
は
雨
、
三
は
寒
、
四
は
暑
、
五
は
大
音
、
天
下
の
時
な
り
。
）

后
曰

一
曰
禮

二
曰
義

三
曰
愛

四
曰
仁

五
曰
忠

唯
后
之
正
民
之
德

九

、

、

、

、

、

、

。（

四
頁
）

（
后
曰
く
、
一
に
曰
く
礼
、
二
に
曰
く
義
、
三
に
曰
く
愛
、
四
に
曰
く
仁
、
五
に

（
注
５
）

曰
く
忠
、
唯
れ
后
の
正
民
の
徳
な
り
。）

后
曰
、
作
有
上
下
、
而
昊
昊
皇
皇
、
方
圓
光
裕
、
正
之
以
四
方
。
羣
神
有
位
、
司

視
不
祥
。

庶
人
以
服
、
神
鬼
以
享
。
樹
設
邦
家
、
廟
祧
經
遂
、
道
載
正
郷
。

…
…

邦
家
既
建
、
草
木
以
爲
英

（
一
〇
五
頁
）

。

（
后
曰
く
、
作
め
て
上
下
有
り
、
而
し
て
昊

昊
皇
皇
、
方
円
光
裕
、
之
を
正
す

は

じ

こ

う

こ

う

に
四
方
を
以
て
す
。
群
神
位
有
り
、
不
祥
を
司
視
す
。

庶
人
以
て
服
し
、
神

…
…

鬼
以
て
享
せ
ら
る
。
邦
家
を
樹
設
し
、

廟

祧

経
め
遂
げ
ら
れ
、
道
は
正
郷
を

び

ょ

う

ち

ょ

う

お

さ

載
す
。
邦
家
既
に
建
ち
、
草
木
以
て
英
為
り

）。

天
道
之
不
改
、
永
久
以
長
、
天
下
有
德
、
規
矩
不
爽

（
一
〇
六
頁
）

。

（
天
道
の
改
ま
ら
ざ
れ
ば
、
永
く
久
し
く
し
て
以
て
長
く
、
天
下
に
徳
有
り
て
、

規
矩
爽
わ
ず

）。

た

が

さ
ら
に
、
后
帝
が
世
界
の
秩
序
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
説
明

が
続
く
。
そ
の
中
で
、
人
体
の
各
部
位
が
天
体
と
関
わ
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
（
一
一
六
頁

、
各
部
位
と
徳
目
の
関
係
（
一
二
〇
頁

、
民
の
疾
病
と
神
鬼
と
の

）

）

（

）
、

（

）、

関
係

一
二
二
～
一
二
三
頁

戦
乱
の
は
じ
め
と
そ
の
終
息

一
二
四
～
一
二
八
頁

お
よ
び
そ
れ
を
受
け
て
、
王
が
邦
邑
を
武
力
制
覇
し
て
い
く
様
子
が
説
か
れ
る
（
一
二

九
～
一
三
〇
頁

。）

后
事
咸
成
、
萬
生
行
象
則
之
。
天
爲
首
、
地
與
四
荒
與
行
、
明
星
、
顓
頊
、
司
盟

、

。

、

、

、

。

爲
脊

甲
子
之
旬
是
司

南
冘
右
肩

東
冘
左
肩

北
冘
左
髀

西
冘
右
髀

…
…

（
一
一
六
頁
）

…
…

（
后
の
事
咸
成
り
、
万
生
行
象
之
に
則
る
。
天
は
首
と
為
り
、
地
と
四
荒
、
行
、

み

な
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、

、

、

。

、

明
星

顓
頊

司
盟
と
は
脊
と
為
り

甲
子
の
旬
是
れ
司
る

南
冘
は
右
肩

…
…

い

ん

東
冘
は
左
肩
、
北
冘
は
左
髀
、
西
冘
は
右
髀
。

）

…
…

耳
唯
愛
、
目
唯
禮
、
鼻
唯
仁
、
口
唯
義
。

（
一
二
〇
頁
）

…
…

（
耳
は
唯
れ
愛
、
目
は
唯
れ
礼
、
鼻
は
唯
れ
仁
、
口
は
唯
れ
義
な
り

）。

作
有
百
祟
、
在
人
之
出
。

凡
民
有
疾
、
自
腰
以
上
、
是
謂
興
疾
、
天
鬼
祟
。

…
…

（
一
二
二
頁
）

…
…

（
作
め
て
百
祟
有
る
は
、
人
の
出
づ
る
に
在
り
。

凡
そ
民
に
疾
有
る
に
、
腰

…
…

よ
り
以
上
は
、
是
れ
を
興
疾
と
謂
い
、
天
鬼
の
祟
り
な
り

）。

、

、

、

。

黄
帝
之
身

溥
有
天
下

黃
帝
有
子
曰
蚩
尤

蚩
尤
既
長
成
人

乃
作
爲
五
兵

…
…

（
一
二
四
頁
）

…
…

（
黄
帝
の
身
、

溥

く
天
下
を
有
ち
、
始
め
て
樹
邦
有
り
、
始
め
て
王
公
有
り

）。

あ

ま

ね

、

、

、

、

夫
是
故
凡
侯
王
親

自
率
師
攻
邦
囲
邑

展
卜
五
犠
五
物

五
器
五
物

五
幣
五
物

■

五
享
五
物
于

攝
威
于
四
荒

（
一
二
九
頁
）

…
…

。

（
夫
れ
是
の
故
に
凡
そ
侯
王
親
自
ら
師
を
率
い
て
邦
を
攻
め
邑
を
囲
み
、
五
犠
五

み

ず

か

物
、
五
器
五
物
、
五
幣
五
物
、
五
享
五
物
を
展
卜
し

威
を
四
荒
に
摂
る

）

…
…

。

と

行
之
律
、
禮
義
愛
仁
忠
、
信
善
永
正
良
明
巧
美
、
有
力
果
、
文
惠
武
三
德
以
敷
天

下

（
一
三
〇
頁
）

。
（
行
の
律
は
、
礼
義
愛
仁
忠
、
信
善
永
正
良
明
巧
美
、
有
力
果
、
文
恵
武
の
三
徳

以
て
天
下
に
敷
く

）。

よ
っ
て

『
五
紀
』
に
お
け
る
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
は
、
現
世
の
創
成
か
ら
政
治
的
世
界

、

の
統
一
に
至
る
過
程
の
重
要
な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
蚩
尤
と
の
戦
い

、

、

「

」「

」

で
の
勝
利
を
受
け
て

黄
帝
に
よ
る
世
界
制
覇
が
成
し
遂
げ
ら
れ

最
終
的
に

文

恵

「
武
」
の
「
三
徳
」
に
よ
っ
て
天
下
を
統
治
し
た
と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
該
当
部
は
、
第
九
十
七
号
簡
の
「
黄
帝
之
身
、
溥
有
天

下
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
直
前
ま
で
は
、
民
の
疾
病
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ

し
て

「
黄
帝
之
身
」
の
直
前
に
は

「
正
列
十
乗
又
五
」
と
い
う
意
味
不
明
の
六
字
が

、

、

記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
釈
文
の
原
注
は

「
図
数
の
記
載
」
ま
た
は
「
前
文
ま
で
の
節
数
」
を

、

総
括
し
た
も
の
と
推
測
し
た
上
で

「
待
考
」
と
し
て
い
る
。
や
や
不
安
は
残
る
と
こ
ろ

、

で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
『
五
紀
』
が
終
了
し
、
以
降
が
別
文
献
で

あ
る
と
い
っ
た
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
文
献
の
基
調
を
な
し
て

い
る
「
后
曰
」
と
い
う
語
録
の
形
式
は
そ
れ
以
降
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
各
竹
簡
下
端
の

編
号
も
連
続
し
て
お
り
、
さ
ら
に
筆
跡
も
同
一
の
筆
写
者
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
に
、
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
該
当
部
分
を

解
読
し
て
み
た
い
。

四

『
五
紀
』
釈
読

、

（

）

（

）

、【

】【

】【

】

以
下

便
宜
上

１

～

４

の
四
節
に
区
分
し

釈
文

訓
読

現
代
語
訳

を
掲
げ
る

【
釈
文
】
は

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

（
中
西
書
局
、
二
〇
二

。

、

）
』

一
年
十
一
月
）
の
釈
文
を
基
に
、
本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
【
参
考
文
献
】
の
諸
説
お
よ
び

第
九
十
七
号
簡
「
正
列
十
乗
又
五
黄
帝
之
」



（ 30 ）

私
見
に
よ
り
修
訂
を
加
え
、
最
終
的
に
確
定
し
た
原
文
を
掲
げ
る
。
ま
た
、
要
注
意
の

語
句
に
つ
い
て
は
、
訓
読
の
末
尾
に
簡
潔
な
語
注
を
付
す
。
語
注
で
参
考
に
し
た
諸
説

に
つ
い
て
は
そ
の
執
筆
者
名
の
み
記
す
。
論
考
名
・
出
典
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
【
参

考
文
献
】
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

【
釈
文
】

（
１
）
黃
帝
之
身
、
溥
有
天
下
、
始
有
樹
邦
、
始
有
王
公
。
四
荒
、
四
冘
、
四
柱
、
四

維
、
羣
祇
、
萬
貌
焉
始
相
之
。
黃
帝
有
子
曰
蚩
尤
、
蚩
尤
既
長
成
人
、
乃
作
爲
五
兵
。

五
兵
既
成
、
既
磨
、
既
礪
、
既
鋭
、
乃
爲
長
兵
短
兵
、
乃
爲
右
營
左
營
。
變
詣
進
退
、

乃
爲
號
班
。
設
錐
爲
合
、
號
曰
武
散
、
設
方
爲
常
、
號
曰
武
壯
、
設
圓
爲
謹
、
號
曰
陽

先
、
將
以
征
黃
帝
。
逆
氣
乃
彰
、
雲
霓
從
將
、
□
色
長
亢
、
五
色
紛
紛
、
海
霧
大
盲
。

百
神
皆
懼
曰
、
吁
、
非
常
。
日
月
動
、
暈
珥
比
、
背
璚
遭
、
次
唯
荒
。

（
２
）
黃
帝
大
悤
、
稱
攘
以
圖
、
八
禨
端
作
。
黃
帝
告
祥
、
乃
命
四
冘
徇
于
左
右
上
下

陰
陽
。
四
冘
曰
、
吁
、
蚩
尤
作
兵
、
乃
□
□
。
黃
帝
乃
命
四
冘
、
四
冘
戡
之
。
四
冘
乃

屬
、
四
荒
、
四
柱
、
四
維
、
羣
祇
、
萬
貌
皆
屬
、
羣
祥
乃
亡
、
百
神
則
寧
。

（
３
）
黃
帝
大
懌
、
天
則
昭
明
。
黃
帝
乃
服
鞭
、
陳
兩
參
、
傳
五

、
丮
礪
武
、
焉
左

執
黃
鉞
、
右
麾
旐
、
呼
□
□
□
□
□
□
曰
、
時
汝
高
畏
、
時
汝
畏
溥
、
時
汝
四
荒
、
磔

、

。

、

、

、

、

。

針
蚩
尤

作
遏
五
兵

肆
越
高
畏

針
征
阻
横

圉
汝
水

梏
乃
準
于
方

武
乃
攝
威

四
荒
□
□
□
［
張

、
鳧
磬
籥
配
將
、
天
之
五
瑞
廼
上
、
世
萬
留
常
。
肆
號
廼
詣
、
大
潰

］

蚩
尤
、
四
荒
乃
愛
。
黃
帝

乃
具
五
犠
五
物
、
五
器
五
物
、
五
幣
五
物
、
五
享
五
物
、
以

■

賓
于
六
合
。
其
犠
之
脂
、
是
爲
威
瑞
、
其
丹
帛
之
幣
、
是
爲
鳧
瑞
、
世
萬
以
爲
常
。

（

）

、

、

、

。

、

４

黃
帝
乃
命
萬
貌
焉
始
祀
高
畏

畏
溥

四
荒

焉
始
配
帝
身

黃
帝
焉
始
乂
祝

首
曰
時
。
黃
帝
既
殺
蚩
尤
、
乃
饗
蚩
尤
之
身
、
焉
始
爲
五
芒
。
以
其
髪
爲
韭
、
以
其
眉

鬚
爲
蒿
、
以
其
目
爲
菊
、
以
其
鼻
爲
蔥
、
以
其
口
爲
藭
、
以
其
腋
毛
爲
茨
、
以
其
從
爲

芹
、
以
其
骸
爲
干
侯
殳
、
以
其
臂
爲
㯱
桴
、
以
其
胸
爲
鼓
、
以
其
耳
爲
照
笯
。
凡
其
身

爲
天
畏
忌
、
凡
其
志
爲
天
下
喜
。

【
訓
読
】

（

）

、

、

、

。

、

１

黄
帝
の
身

溥

く
天
下
を
有
ち

始
め
て
樹
邦
有
り

始
め
て
王
公
有
り

四
荒

あ

ま

ね

し

こ

う

四
冘
、
四
柱
、
四
維
、
群
祇
、
万

貌
焉
に
始
め
て
之
に
相
た
り
。
黄
帝
に
子
有
り
蚩

い

ん

ぐ

ん

ぎ

ば

ん

ぼ

う

こ

こ

尤
と
曰
う
。
蚩
尤
既
に
長
じ
て
成
人
し
、
乃
ち
五
兵
を
作
為
せ
ん
と
す
。
五
兵
既
に
成

り
、
既
に
磨
き
、
既
に
礪
ぎ
、
既
に
鋭
く
し
、
乃
ち
長
兵
短
兵
為
り
、
乃
ち
右
営
左
営

と

為
り
。
変
じ
て
進
退
を
詣
し
、
乃
ち
号
班
を
為
す
。
錐
を
設
け
て
合
と
為
し
、
号
し
て

い

た

武
散
と
曰
い
、
方
を
設
け
て
常
と
為
し
、
号
し
て
武
壮
と
曰
い
、
円
を
設
け
て
謹
と
為

し
、
号
し
て
陽
先
と
曰
い
、
将
に
以
て
黄
帝
を
征
た
ん
と
す
。
逆
気
乃
ち

彰

れ
、
雲

う

あ

ら

わ

霓
従
い
将
り
、
□
色
長
亢
、
五
色
紛
紛
と
し
て
、
海
霧
大
い
に
盲
し
。
百
神
皆
懼
れ

お

こ

く

ら

お

そ

て
曰
く
、
吁
、
非
常
。
日
月
動
き
、
暈
珥
比
び
、
背

璚
遭
い
、
次
唯
だ
荒
る
。

う

ん

じ

な

ら

は

い

け

い

あ

じ

た

あ

・
四
冘

四
仲
（
正

（
黄
徳
寛
・
馬
楠

、
四
方
（
賈
連
翔

、
四
介
（
鄔
可
晶

、

…
…

）

）

）

）

四
堪
（
張
雨
絲
・
林
而
鵬
）
な
ど
諸
説
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
四
荒
、
四
柱

な
ど
と
同
様
、
黄
帝
の
輔
臣
の
名
で
あ
ろ
う
。

・
萬
貌

原
注
は
第
二
号
簡
～
第
三
号
簡
の

天
地

神
祇

萬
貌

に
つ
い
て

万

…
…

「

、

、

」

、「

貌
」
は
「
万
民
、
万
人
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
が
、
伝
世
文
献
に
は
そ
う
し
た
用
例

は
見
え
な
い
。
確
か
に
、
直
前
に
「
天
地
」
と
あ
る
の
で

「
天
地
人
」
と
い
う
連

、

想
で
「
万
民
、
万
人
」
と
す
る
理
解
も
良
さ
そ
う
で
は
あ
る
が

『
五
紀
』
全
体
、

、

特
に
こ
の
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
部
分
に
登
場
す
る
「
萬
貌
」
と
の
整
合
性
も
考
慮
す



（ 31 ）

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

「
萬
貌
」
は
他
の
臣
下
と
併
記
さ
れ
て
お
り
、
黄

、

帝
の
「
相
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
民
と
す
る
理
解
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、

こ
こ
で
は
他
の
輔
臣
と
並
ぶ
よ
う
な
存
在
と
し
て
お
き
た
い
。

・
右
營
左
營

「
補
正
」
は
「
右
轅
左
轅
」
に
読
み
、
左
右
の
車
隊
の
意
と
す
る
。

…
…

ま
た
別
解
と
し
て
「
右
旋
左
旋
」
と
し
、
指
揮
車
の
意
と
す
る
。

・
變
詣
進
退

「
補
正
」
は
二
字
ず
つ
で
対
を
な
す
と
し

「
變
稽
（
止

・
進
退
」

…
…

、

）

と
読
む
。

・
雲
霓
從
將

「
補
正
」
は
「
從
」
は
疾
速
の
意

「
將
」
は
盛
ん
の
貌
で
あ
る
と
す

…
…

、

る
。

・
海
霧

王
寧
は
「
晦
霧
」
に
読
む
。

…
…

（
２
）
黄
帝
大
い
に
悤
て
、
攘
を
称
え
て
以
て
図
り
、
八
禨
端
作
す
。
黄
帝
告
祥
し
、

あ

わ

は

っ

き

。

、

、

、

乃
ち
四
冘
に
命
じ
て
左
右
上
下
陰
陽
に

徇

わ
し
む

四
冘
曰
く

吁

蚩
尤
作
兵
し

し

た

が

。

。

、

、

乃
□
□

黄
帝
乃
ち
四
冘
に
命
じ
て
之
に
戡
た
し
め
ん
と
す

四
冘
乃
ち
属
し

四
荒

か

四
柱
、
四
維
、
群
祇
、
万
貌
皆
属
し
、
群
祥
乃
ち
亡
び
、
百
神
則
ち
寧
ん
ず
。

や

す

・
黃
帝
乃
命
四
冘
、
四
冘
戡
之
。
四
冘
乃
屬
、
四
荒
、
四
柱
、
四
維
、
羣
祇
、
萬
貌
皆

屬
、
羣
祥
乃
亡
、
百
神
則
寧
。

「
補
正
」
は
句
点
の
位
置
を
修
正
し

「
黃
帝

…
…

、

乃
命
四
冘
、
四
冘
戡
之
。
四
冘
乃
屬
四
荒
、
四
柱
、
四
維
。
羣
祇
萬
貌
皆
屬
、
羣
祥

乃
亡
、
百
神
則
寧
」
と
読
む
。
そ
の
場
合
は
、
黄
帝
に
仕
え
る
臣
下
（
諸
神
）
た
ち

は
全
く
の
同
格
で
は
な
く

「
四
冘
」
が
や
や
上
位
に
あ
っ
て

「
四
荒
、
四
柱
、
四

、

、

維
」
な
ど
を
指
揮
し
た
と
い
う
関
係
に
な
る
。

（
３
）
黄
帝
大
い
に

懌

び
、
天
則
ち
昭
明
た
り
。
黄
帝
乃
ち
服
鞭
し
、
陳
す
る
こ
と

よ

ろ

こ

両
参
、
五

に
伝
え
、
礪
武
を
丮
ち
、
焉
に
左
に
黄

鉞
を
執
り
、
右
に
麾

旐

し
、

れ

い

ぶ

も

こ

こ

こ

う

え

つ

き

ち

ょ

う

呼
□
□
□
□
□
□
曰
く
、
時
れ
汝
高
畏
、
時
れ
汝
畏
溥
、
時
れ
汝
四
荒
、
蚩
尤
を
磔

針

こ

い

ほ

た

く

し

ん

し
、
五
兵
を
遏
む
る
を
作
せ
。
肆
越
な
る
高
畏
、
針
征
し
て
横
を
阻
み
、
汝
の
水
を

と

ど

し

え

つ

は

ば

圉

禁

じ

梏
し
て
乃
ち
方
に

準

え

武
し
て
乃
ち
攝
威
す

四
荒
□
□
□

張

鳧

（

）

、

、

。

［

］
、

こ

く

な

ぞ

ら

せ

つ

い

ふ

の
磬

籥
将
に
配
し
、
天
の
五
瑞

廼

ち
上
り
、
世
万
い
に
常
を
留
む
。
肆
な
り
号
し

け

い

や

く

す

な

わ

お

お

つ

ら

て
廼
ち
詣
り
、
大
い
に
蚩
尤
を
潰
り
、
四
荒
乃
ち
愛
れ
む
。
黄
帝
乃
ち
五
犠
五
物
、

い

た

や

ぶ

あ

わ

五
器
五
物
、
五
幣
五
物
、
五
享
五
物
を
具
え
、
以
て
六
合
に

賓

う
。
其
の
犠
の
脂
、

そ

な

う

や

ま

是
れ
を
威
瑞
と
為
し
、
其
の
丹
の
帛
幣
、
是
れ
を
鳧
瑞
と
為
し
、
世
万
い
に
以
て
常
と

ふ

ず

い

為
す
。

・
黃
帝
大
懌

「
補
正
」
は

「
黃
帝
大
囂
」
ま
た
は
「
黃
帝
大
噭
」
の
意
と
す
る
。

…
…

、

そ
の
場
合
は
、
黄
帝
が
大
い
に
叫
ん
だ
と
い
う
意
味
に
な
る
。

、

、

、

「

、

・
陳
兩
參

傳
五

丮
礪
武

王
寧
は

こ
こ
の
文
字
と
句
読
を

陳
兩
參
専
伍

…
…

洒
粛
礪
武
」
に
変
え

「
兩
、
參
、
専
、
伍
」
は
い
ず
れ
も
陣
の
名

「
洒
粛
礪
武
」

、

、

。「

」

「

」

「

」

、

は
厳
格
な
軍
隊
訓
練
の
意
と
す
る

補
正

も

參

を

驂

と
読
ん
だ
上
で

「
両
驂

「
五

」
は
陣
名
と
す
る
。
ま
た

「
補
正
」
は

「
丮
礪
武
」
の
「
丮
」

」

、

、

は
副
詞
で
「
篤
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
。

・
磔
針
蚩
尤

原
文
「

」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
郭
店
楚
簡
『
語
叢
』
に
「
出
言
有

…
…

─

」
と
あ
り
、
裘
錫
圭
が
「
針
」
の
初
字
で
あ
る
と
す
る
の
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
こ

─こ
で
は
「
撼
」
に
読
む
と
す
る
。
王
寧
は

「
次

「
資
」
と
読
み

「
庶
」
の
意
で

、

」

、

あ
る
と
し
、
蚩
尤
を
蔑
視
す
る
表
現
で
あ
る
と
す
る
。

「
磔
針
蚩
尤
」
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、

、

、

「

」

「

」

・
針
征
阻
横

圉
汝
水

梏
乃
準
于
方

武
乃
攝
威

王
寧
は

阻
横

を

祖
黄

…
…

、

、

。

と
読
み

黄
帝
を
表
し
て
い
る
と
す
る
が

黄
帝
を
そ
の
よ
う
に
称
す
る
例
は
な
い

、「

、

」

、

（

）

ま
た
王
寧
は

圉
汝
水
梏

乃
準
于
方

と
断
句
し

汝
の
水
梏

公
正
・
正
直

を
圉
（
堅
守
）
し
、
四
方
の
標
準
に
な
る
、
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
蚩
尤
が
霧
や
暴

風
雨
に
よ
っ
て
黄
帝
を
苦
し
め
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
の
「
水
」
も
そ

れ
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

・
四
荒
□
□
□
［
張

、
鳧
磬
籥
配
將

「
補
正
」
は
、
句
点
の
位
置
を
「
四
荒
□
□

］

…
…

□
張
鳧

磬
籥
配
將

と
修
正
し

こ
の
方
が
韻
に
合
致
す
る
と
説
く

な
お

鳧

、

」

、

。

、「

氏
」
は
『
周
礼
』
の
官
名
で
音
学
を
司
る
。
竹
簡
の
欠
損
が
あ
っ
て
判
然
と
し
な
い

が
、
軍
楽
ま
た
は
軍
陣
に
関
す
る
楽
器
を
意
味
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

・
肆
號
廼
詣

鄔
可
晶
は
「
肆
號
」
は
「
䝞
」
の
誤
写
と
し
、
黄
帝
の
子
「
䝞
」
が

…
…

ご

う

参
戦
し
た
こ
と
を
表
す
と
す
る
。
確
か
に

「
䝞
」
に
つ
い
て
は

『
山
海
経
』
大
荒

、

、

東
経
に
「
黄
帝
生
禺
䝞
」
と
あ
り

「
人
面
鳥
身
」
の
東
海
の
神
と
さ
れ
る
。
し
か

、

ぐ

ご

う

、『

』

「

」

、「

」

し

五
紀

が
蚩
尤
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ

黃
帝
有
子
曰
蚩
尤

と
説
明
し

䝞

の
説
明
を
全
く
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
や
唐
突
な
理
解
で
あ
る
。

・
大
潰
蚩
尤

王
鵬
遠
は
「
大
遺
蚩
尤
」
と
し
、
上
天
が
大
い
に
蚩
尤
を
遺
棄
し
た

…
…

の
意
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
黄
帝
の
臣
下
た
ち
の
武
力
に
よ
っ
て

蚩
尤
を
打
破
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
も
そ
も
蚩
尤
と
上
天
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
そ
れ
ま
で
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
上
天
が
蚩
尤
を
見
放
し
た
と
い
う

の
は
や
や
唐
突
な
理
解
で
あ
る
。

（
４
）
黄
帝
乃
ち
万
貌
に
命
じ
て
焉
に
始
め
て
高
畏
、
畏
溥
、
四
荒
を
祀
り
、
焉
に
始

め
て
帝
の
身
に
配
す
。
黄
帝
焉
に
始
め
て
乂

祝

し
、
首
め
て
曰
く
時
な
り
。
黄
帝
既

が

い

し

ゅ

く

は

じ

に
蚩
尤
を
殺
し
、
乃
ち
蚩
尤
の
身
を
饗
し
、
焉
に
始
め
て
五
芒
と
為
す
。
其
の
髪
を
以

ご

ぼ

う

て

韭

と
為
し
、
其
の
眉
鬚
を
以
て
蒿
と
為
し
、
其
の
目
を
以
て
菊
と
為
し
、
其
の
鼻

き

ゅ

う

び

し

ゅ

こ

う

を
以
て
蔥
と
為
し
、
其
の
口
を
以
て

藭

と
為
し
、
其
の
腋
毛
を
以
て
茨
と
為
し
、
其

そ

う

き

ゅ

う

し

の
従
を
以
て
芹
と
為
し
、
其
の
骸
を
以
て
干

侯

殳
と
為
し
、
其
の
臂
を
以
て
㯱
桴
と

き

ん

か

ん

こ

う

し

ゅ

ひ

ほ

う

ふ

為
し
、
其
の
胸
を
以
て
鼓
と
為
し
、
其
の
耳
を
以
て

照

笯
と
為
す
。
凡
そ
其
の
身
は

し

ょ

う

ど

天
の
畏
忌
と
為
り
、
凡
そ
其
の
志
は
天
下
の
喜
び
と
為
る
。

い

き

・
高
畏
、
畏
溥

劉
釗
・
李
聰
は
「
高
威

（
天
の
高
遠

「
威
溥

（
地
の
広
大
）

…
…

」

）
、

」

の
意
で
あ
る
と
し
、
天
の
威
に
つ
い
て
は

『
尚
書
』
の
君
奭
や
大
誥
の
例
を
指
摘

、

す
る
。

・
五
芒

「
芒
」
は
草
の
葉
や
穀
物
の
先
端
の
細
い
毛
。
劉
釗
・
李
聰
は
『
黄
帝
内

…
…

経
霊
枢
』
五
味
に
見
え
る
「
五
菜
」
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。

「

」

、「

」

「

」「

」

。

・
以
其
腋
毛
爲
茨

補
正

は

茨

は

雨
衣

蓑

の
意
で
あ
る
と
す
る

…
…

・
以
其
從
爲
芹

「
補
正
」
は

「
從
」
を
「
蹤
」
と
読
み
、
脚
趾
の
意
で
あ
る
と
す

…
…

、

る
。
ま
た

「
芹
」
を
「
爨
」
と
読
み

「
柴
草

「
薪
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
こ

、

、

」

の
前
後
は
身
体
の
部
位
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で

「
從
」
が
脚
の
意
で
あ
る
こ

、

と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

・
以
其
耳
爲
照
笯

「
補
正
」
は
「
照
笯
」
を
「
籠
網
」
の
意
で
あ
る
と
し
、
そ
の

…
…

形
状
が
「
両
耳
」
に
類
似
す
る
と
指
摘
す
る
。

・
凡
其
身
爲
天
畏
忌
、
凡
其
志
爲
天
下
喜

文
意
未
詳
で
あ
る
が
、
古
佚
書
『
龍
魚

…
…

河
図
』
で
は
、
黄
帝
が
蚩
尤
を
誅
伐
し
た
後
も
天
下
の
騒
擾
は
収
ま
ら
ず
、
苦
悩
し

た
黄
帝
は
、
蚩
尤
の
形
象
を
描
い
て
天
下
に
示
威
し
、
人
々
は
蚩
尤
が
ま
だ
死
ん
で

い
な
い
と
畏
怖
し
て
、
よ
う
や
く
天
下
は
平
定
さ
れ
た
と
説
く

「
蚩
尤
没
す
る
の

。

後
、
天
下
復
び
擾
乱
し
て
寧
か
ら
ず
。
黄
帝
遂
に
蚩
尤
の
形
象
を
画
き
て
、
以
て
天

、

、

」（
『

』

下
を
威
し

天
下
咸
蚩
尤
死
せ
ず
と
謂
い

八
方
万
邦
皆
為
に
伏
す

太
平
御
覧

巻
七
九
引
く

。
こ
れ
は
、
蚩
尤
に
対
す
る
畏
怖
畏
敬
の
念
を
黄
帝
が
逆
に
利
用
し

）

た
と
い
う
描
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
十
六
経
』
正
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乱
篇
で
は

黄
帝
に
よ
る
見
せ
し
め
の
内
容
が
詳
述
さ
れ
る

蚩
尤
の
皮
膚
・
毛
髪
・

、

。

胃
袋
・
骨
肉
な
ど
に
分
け
て
執
拗
に
記
さ
れ
、
し
か
も
人
々
は
見
せ
し
め
に
さ
れ
た

蚩
尤
の
皮
膚
を
的
と
し
て
矢
を
射
、
そ
の
胃
袋
で
作
っ
た
鞠
を
蹴
る
こ
と
な
ど
を
要

求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
黄
帝
に
よ
る
蚩
尤
の
処
罰
は
、
見
せ
し
め
的
要
素
に
、
さ

ら
に
踏
絵
的
要
素
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
五
紀
』
の
記
述
も
、
解
体
さ

れ
た
蚩
尤
が
天
下
の
人
々
の
戒
め
に
な
り
、
ま
た
そ
の
画
像
が
蚩
尤
へ
の
情
念
を
維

持
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
推
測
さ
れ
る
。

【
現
代
語
訳
】

（

）

、

、

。

１

黄
帝
は
自
ら
あ
ま
ね
く
天
下
を
保
有
し

初
め
て
邦
を
建
て

王
公
と
な
っ
た

四
荒
、
四
冘
、
四
柱
、
四
維
、
群
祇
、
万
貌
ら
が
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
こ
れ
を
補
佐

し
た
。
黄
帝
に
蚩
尤
と
い
う
子
が
あ
っ
た
。
蚩
尤
は
成
長
し
て
大
人
に
な
る
と
、
五
兵

を
作
ろ
う
と
し
た
。
五
兵
を
作
る
と
、
さ
ら
に
磨
き
研
ぎ
鋭
く
し
、
そ
れ
ら
が
長
兵
・

短
兵
と
な
り
、
右
営
・
左
営
と
な
っ
た
。
ま
た
変
じ
て
進
退
さ
せ
、
そ
れ
を
号
班
と
呼

ん
だ
。
錐
形
の
陣
を
設
け
て
合
と
し
、
そ
れ
を
武
散
と
呼
び
、
方
形
の
陣
を
設
け
て
常

と
し
、
そ
れ
を
武
壮
と
呼
び
、
円
形
の
陣
を
設
け
て
謹
と
し
、
そ
れ
を
陽
先
と
呼
び
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
黄
帝
を
討
と
う
と
し
た
。
異
常
な
気
が
現
れ
、
雲
と
霓
が
お
こ
り
、

□
色
長
亢
、
五
色
の
気
が
入
り
乱
れ
、
海
霧
で
辺
り
が
暗
く
な
っ
た
。
神
々
は
み
な
恐

れ
て
言
っ
た

「
あ
あ
、
異
常
事
態
だ

。
太
陽
と
月
が
乱
れ
動
き
、
太
陽
の
暈
と
珥
の

、

」

う

ん

じ

か
さ
が
同
時
に
現
れ
、
太
陽
の
背
（
日
に
背
い
て
生
ず
る
暈
気
）
と
璚
の
気
（
暈
気
の

け

い

中
で
帯
鉤
状
の
気
）
が
交
差
し
、
天
体
の
秩
序
は
ひ
た
す
ら
乱
れ
た
。

（
２
）
黄
帝
は
大
い
に
慌
て
、
蚩
尤
を
攘
お
う
と
考
え
、
八
禨
の
祭
祀
を
挙
行
し
た
。

黄
帝
は
告
祥
し
、
そ
れ
か
ら
左
右
上
下
陰
陽
に
従
う
よ
う
四
冘
に
命
じ
た
。
四
冘
は
言

し

い

ん

っ
た

「
あ
あ
、
蚩
尤
が
作
兵
し
、
乃
□
□

。
そ
こ
で
黄
帝
は
蚩
尤
を
討
つ
よ
う
四
冘

、

」

に
命
じ
た
。
四
冘
が
従
い
、
四
荒
、
四
柱
、
四
維
、
群
祇
、
万
貌
も
み
な
従
っ
て
、
異

常
現
象
が
消
え
た
の
で
、
百
神
は
安
堵
し
た
。

（
３
）
黄
帝
は
大
い
に
喜
び
、
天
は
す
ぐ
に
明
る
く
な
っ
た
。
黄
帝
は
そ
こ
で
鞭
を
執

り
、
陳
を
張
る
こ
と
再
三
、
五

に
伝
え
て
戦
争
の
準
備
を
さ
せ
、
こ
こ
に
左
手
に
黄

鉞
を
持
ち
、
右
手
に
麾
旐
を
掲
げ
、
呼
□
□
□
□
□
□
言
っ
た

「
高
畏
よ
、
畏
溥
よ
、

、

四
荒
よ
、
蚩
尤
を
磔
に
し
て
刺
し
、
五
兵
を
止
め
よ

。
卓
越
し
た
高
畏
が
突
進
し
て
蚩

」

尤
の
横
暴
を
阻
み
、
蚩
尤
の
水
を
止
め
、
蚩
尤
を
し
ば
り
つ
け
て
、
的
の
よ
う
に
し
、

武
力
で
威
嚇
し
た
。
四
荒
□
□
□
［
張

、
鳧
の
磬
籥
を
諸
将
に
配
っ
た
。
天
の
五
瑞
が

］

た
ち
ま
ち
上
り
、
世
は
す
べ
て
常
態
に
復
し
た
。
連
な
り
呼
号
し
て
至
り
、
大
い
に
蚩

尤
を
殺
し
た
。
四
荒
は
そ
れ
を
哀
れ
ん
だ
。
そ
こ
で
黄
帝
は
五
犠
五
物
、
五
器
五
物
、

五
幣
五
物
、
五
享
五
物
を
具
え
、
以
て
六
合
（
世
界
）
に
敬
っ
た
。
捧
げ
ら
れ
た
蚩
尤

の
脂
を
威
瑞
と
し
、
そ
の
赤
色
の
布
を
鳧
瑞
と
し
、
世
は
す
べ
て
常
態
と
な
っ
た
。

（
４
）
黄
帝
は
そ
こ
で
万
貌
に
命
じ
て
初
め
て
高
畏
、
畏
溥
、
四
荒
を
末
永
く
祀
る
こ

と
と
し
、
こ
こ
に
初
め
て
帝
の
身
に
配
享
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
黄
帝
は
こ
こ
に
初
め

て
治
め
祝
い
、
初
め
て
時
（
我
が
世
）
だ
と
言
っ
た
。
黄
帝
は
蚩
尤
を
殺
し
た
後
、
蚩

尤
の
身
を
供
え
、
は
じ
め
て
五
芒
と
し
た
。
そ
の
髪
を
韭
と
し
、
そ
の
眉
と
鬚
を

蒿

に

ら

よ

も

ぎ

と
し
、
そ
の
目
を
菊
と
し
、
そ
の
鼻
を
蔥
と
し
、
そ
の
口
を
藭
（
草
の
名
）
と
し
、
そ

ね

ぎ

の
腋
毛
を
茨
と
し

其
の
脚
を
芹
と
し

そ
の

骸

を
干
侯
殳
と
し

そ
の
臂
を
㯱
桴

、

、

、

む

く

ろ

ま

と

ほ

こ

ひ

じ

ほ

う

ふ

（
浮
き
袋
）
と
し
、
そ
の
胸
を
鼓
と
し
、
そ
の
耳
を
照
笯
（
灯
籠
）
と
し
た
。
蚩
尤
の

身
は
す
べ
て
天
か
ら
の
畏
忌
（
恐
れ
忌
む
も
の
）
と
な
り
、
そ
の
志
（
記
録
・
画
像
）

は
天
下
の
喜
び
と
な
っ
た
。
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五

清
華
簡
『
五
紀
』
に
見
え
る
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
特
色

こ
う
し
た
理
解
を
基
に
、
次
に

『
五
紀
』
に
お
け
る
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
特
色
を
探

、

っ
て
み
よ
う
。
便
宜
上
、
十
の
観
点
に
分
け
て
論
述
す
る
。

、「

」

。

、

第
一
に

黄
帝
・
蚩
尤
の
戦

の
基
本
的
構
造
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

こ
の
戦
い
は

黄
帝
に
よ
る
世
界
統
治
確
立
の
過
程
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

清
華
簡

五
紀

は

五

。

『

』

、「

紀
」
に
よ
っ
て
宇
宙
の
原
理
を
説
き
は
じ
め
、
こ
の
終
盤
に
至
っ
て
、
人
間
の
疾
病
や

兵
乱
の
発
生
原
因
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
中
で
、
黄
帝
が
今
の
世
の
基
礎
を
蚩
尤
と

の
戦
い
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
と
説
明
す
る
。

伝
世
文
献
に
お
け
る
こ
の
伝
承
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
附
言
す
る
と
、
例
え
ば
『
山

海
経
』
大
荒
北
経
で
は
、
地
理
の
解
説
や
旱
魃
起
源
譚
に
包
摂
さ
れ
て
い
て
、
黄
帝
・

。

、

『

』

、

蚩
尤
の
戦
い
自
体
が
主
題
で
は
な
い

こ
れ
に
対
し
て

古
佚
書

龍
魚
河
図

で
は

黄
帝
の
世
界
統
一
に
至
る
重
大
事
件
と
し

『
史
記
』
五
帝
本
紀
で
は
、
神
農
か
ら
黄
帝

、

に
至
る
古
代
聖
王
の
中
国
統
一
過
程
と
し
て
描
か
れ
、
黄
帝
・
蚩
尤
の
戦
の
前
に
、
炎

帝
・
黄
帝
の
戦
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

従
っ
て

『
五
紀
』
の
基
本
構
造
は
『
龍
魚
河
図
』
や
『
史
記
』
に
近
い
と
も
言
え
る

、

が

『
史
記
』
の
よ
う
に
他
の
古
代
聖
王
は
登
場
せ
ず
、
黄
帝
の
み
が
重
視
さ
れ
て
い
る

、
印
象
が
強
い
。

第
二
に
、
そ
の
黄
帝
の
描
写
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
黄
帝
は
、
初
め
て
世
界

全
体
を
保
有
し
、
邦
を
建
て
王
号
を
称
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る

『
五
紀
』
冒
頭
に

。

登
場
し
、
以
後

「
后
曰
く
」
と
し
て
そ
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
「
后
帝
」
が
天
神
で
あ

、

る
と
す
れ
ば
、
黄
帝
は
初
の
人
王
と
理
解
さ
れ
る
。
蚩
尤
と
の
戦
い
に
お
い
て
も
補
佐

（
諸
神
）
の
助
力
に
よ
っ
て
勝
利
し
た
と
さ
れ
、
黄
帝
自
身
の
超
人
的
能
力
は
描
か
れ

て
い
な
い
。
神
か
人
か
の
区
別
は
難
し
い
が
、
黄
帝
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
人
間
界
の

王
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に

こ
れ
に
対
し
て

蚩
尤
の
描
写
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

伝
世
文
献
で
は

半

、

、

。

「

人
半
獣
」
の
異
形
神
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
蚩
尤
は

「
五
兵
」
を

、

作
り
黄
帝
に
反
旗
を
翻
し
た
た
め
、
黄
帝
軍
に
征
伐
さ
れ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る

「
蚩
尤
作
兵
」
と
い
う
基
本
的
な
枠
は
保
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
の
伝
承
に
見
ら
れ

。

。

る
よ
う
な
蚩
尤
の
驚
異
的
な
軍
事
的
才
能
と
い
う
点
は
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い

ま
た
「
神
」
や
「
獣
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
な
い
。

第
四
と
し
て
、
そ
れ
に
関
連
す
る
特
徴
的
な
点
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
黄
帝
と
蚩
尤

。『

』

。

、

の
関
係
で
あ
ろ
う

五
紀

で
は
両
者
が
親
子
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

こ
の
点
は

「
黄
帝
に
子
有
り
蚩
尤
と
曰
う
」
と
い
う
記
載
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
従
来
の
関
係
資

料
で
は
両
者
を
親
子
と
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
伝
世
文
献
で
は
、
蚩
尤
の

悪
逆
性
を
強
調
す
る
た
め
か
、
悪
神
、
炎
帝
の
末
裔
、
黄
帝
の
臣
下
、
諸
侯
、
他
部
族

の
長
な
ど
と
す
る
も
の
が
多
い
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
関
係
を
前
提
に
、
こ

の
戦
争
を
、
善
神
と
悪
神
と
の
対
立
、
君
臣
関
係
に
お
け
る
反
乱
と
鎮
圧
、
部
族
間
抗

争
な
ど
と
捉
え
て
き
た
が

『
五
紀
』
で
は
そ
の
前
提
が
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
と
言

、

え
る
。
こ
れ
は
そ
の
思
想
史
的
意
味
を
追
究
す
べ
き
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

、

、

。『

』

で
は

第
五
と
し
て

文
献
全
体
の
神
話
性
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

五
紀

は

「
五
紀
」
と
「
五
徳
」
を
軸
に
天
と
人
を
説
明
す
る
が
、
そ
も
そ
も
宇
宙
が
ど
の
よ

、

、

。

う
に
で
き
た
の
か

人
類
は
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
説
い
て
い
な
い

つ
ま
り
、
宇
宙
創
造
神
話
、
人
類
誕
生
神
話
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
先

に
指
摘
し
た
通
り
、
黄
帝
・
蚩
尤
と
も
、
神
や
獣
と
し
て
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

但
し
、
蚩
尤
の
興
軍
に
際
し
て
異
常
現
象
が
生
じ
た
の
で
黄
帝
が
祭
祀
を
し
て
そ
の

現
象
が
収
ま
っ
た
と
さ
れ
る
な
ど
、
神
秘
的
と
も
言
え
る
要
素
は
あ
る
。
蚩
尤
に
つ
い

、

「

」

、「

」

て
も

他
の
伝
世
文
献
に
描
か
れ
る
よ
う
な

半
人
半
獣

的
要
素
は
な
い
が

作
兵

に
よ
っ
て
天
の
異
常
現
象
を
起
こ
す
な
ど
の
超
人
的
要
素
が
見
ら
れ
る
。
黄
帝
に
従
う

部
下
た
ち
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
段
落
で
は
「
后
帝
」
に
従
う
諸
「
神
」
と
さ
れ
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て
お
り

「
四
荒

「
四
柱

「
四
維
」
な
ど
、
そ
の
名
称
も
世
界
の
枠
組
み
を
表
す
よ
う

、

」

」

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

『
五
紀
』
終
盤
に
記
載
さ
れ
る
こ
の
戦
い
に
つ
い
て

、

は
、
そ
の
神
話
性
は
稀
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
黄
帝
・
蚩
尤
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
臣
下
・
従
者
・
協
力
者
の
性
格
と

い
う
観
点
か
ら
補
足
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
伝
世
文
献
に
お
い
て
「
黄
帝
・
蚩
尤
の
戦
」
を
描
く
代
表
的
な
資
料
に
『
山

海
経
』
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
蚩
尤
が
「
風
伯

「
雨
師
」
の
助
力
を
得
て
大
暴
風
雨
を

」

起
こ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
風
の
神
や
雨
の
神
が
蚩
尤
に
協
力
し
、
風
雨
や
濃

霧
を
起
こ
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
苦
戦
に
陥
っ
た
黄
帝
は

「
応
龍

「
女
魃
」
の

、

」

加
勢
を
得
た
と
さ
れ
る
。
雨
風
を
鎮
め
る
龍
や
女
神
の
協
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
余

談
で
は
あ
る
が
、
こ
の
伝
承
は
、
雨
を
鎮
め
た
こ
の
「
女
魃
」
の
効
果
が
あ
り
す
ぎ
て

世
界
が
干
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
旱
魃
起
源
譚
と
も
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
古
佚
書
『
龍
魚
河
図
』
に
よ
る
と
、
蚩
尤
に
は
兄
弟
が
八
十
一
人
い
て
、
み

な
「
獣
身
人
語
」
で
「
銅
頭
鉄
額
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
苦
戦
し
た
黄
帝
は
、
天
が
降

し
た
「
玄
女
」
か
ら
戦
術
を
伝
授
さ
れ
形
勢
を
挽
回
し
た
と
さ
れ
る
。
濃
厚
な
神
話
的

要
素
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が

『
史
記
』
五
帝
本
紀
で
は
、
蚩
尤
の
臣
下
や
協
力
者
は
見
え
ず
、
黄
帝
に

、

は
「
諸
侯
」
が
従
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
司
馬
遷
の
時
代
に
は
、
す
で
に
神
話
的
要
素

は
希
薄
と
な
り
、
人
間
世
界
の
戦
い
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ま
た
、
拙
著
『
戦
い
の
神
』
で
考
察
し
た
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
十
六
経
』
で
は
、
単

独
で
登
場
す
る
蚩
尤
に
対
し
て
、
五
正
篇
で
は
黄
帝
の
臣
下
「
閹
冉

、
正
乱
篇
で
は
同

」

じ
く
臣
下
の
「
力
墨
」
な
ど
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
道
の
推

（

）

、

移
に
従
っ
て
人
事

興
軍

の
可
能
性
が
増
減
す
る
と
い
う
独
特
の
天
道
観
に
従
っ
て

黄
帝
は
、
言
わ
ば
予
定
調
和
的
に
蚩
尤
を
誅
伐
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
清
華
簡
『
五
紀
』
で
は
、
黄
帝
に
つ
い
て
は
、
第
（
１
）
節
・

（

）

、

、

、

、

、

、

、

（

）

第

２

節
で
は

四
荒

四
冘

四
柱

四
維

群
祇

万
貌
な
ど
が
従
い

第

３

節
で
も
、
高
畏
、
畏
溥
、
四
荒
、
第
（
４
）
節
で
も
、
万
貌
、
高
畏
、
畏
溥
、
四
荒
が

登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
、
蚩
尤
と
の
戦
い
に
際
し
て
、
黄
帝
は
祭
祀
を
行
い
指
示
は

出
す
も
の
の
、
実
際
の
戦
闘
行
動
を
す
る
の
は
こ
れ
ら
の
部
下
た
ち
で
あ
る
。
一
方
、

蚩
尤
は
武
器
を
作
り
、
陣
営
を
組
織
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
集
団
を
指
揮
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
臣
下
や
従
者
な
ど
の
名
は
見
え
な
い
。

以
上
の
説
明
を
図
１
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

【
図
１
】
黄
帝
・
蚩
尤
と
そ
の
従
者
（
臣
下
・
協
力
者
）
と
の
関
係

『
山
海
経
』

黄
帝

応
龍
、
女
魃
（
暴
風
雨
を
鎮
め
る
）

─

蚩
尤

風
伯
、
雨
師
（
暴
風
雨
や
濃
霧
を
発
生
さ
せ
る
）

─

『
龍
魚
河
図
』

黄
帝

天
が
降
し
た
玄
女

─

蚩
尤

兄
弟
八
十
一
人
（
み
な
獣
身
人
語
、
銅
頭
鉄
額
）

─

『
史
記
』
五
帝
本
紀

黄
帝

諸
侯

─

蚩
尤

×─

『
十
六
経
』
五
正
篇

黄
帝

閹
冉

─

蚩
尤

×─

『
十
六
経
』
正
乱
篇

黄
帝

力
墨
、
高
陽
（
太
子
）

─

蚩
尤

×─
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『
五
紀

（
１
）

黄
帝

四
荒
、
四
冘
、
四
柱
、
四
維
、
群
祇
、
万
貌

』

─

蚩
尤

×─

『
五
紀

（
２
）

黄
帝

四
冘
、
四
荒
、
四
柱
、
四
維
、
群
祇
、
万
貌

』

─

蚩
尤

×─

『
五
紀

（
３
）

黄
帝

（
五

？

、
高
畏
、
畏
溥
、
四
荒

』

）

─

蚩
尤

×─

『
五
紀

（
４
）

黄
帝

万
貌
、
高
畏
、
畏
溥
、
四
荒

』

─

蚩
尤

×─

続
い
て
第
六
と
し
て
、
戦
乱
の
原
因
と
武
力
行
使
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の

戦
い
で
は
、
そ
も
そ
も
蚩
尤
が
「
五
兵
」
を
作
り
黄
帝
を
討
と
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。

黄
帝
は
祭
祀
を
経
た
後
、
多
く
の
部
下
の
助
力
に
よ
っ
て
勝
利
し
、
蚩
尤
を
殺
し
た
。

開
戦
の
原
因
が
蚩
尤
側
に
あ
る
と
い
う
点
は
、
他
の
伝
世
資
料
と
も
合
致
す
る
。
受
け

身
に
回
っ
た
黄
帝
の
正
当
防
衛
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。

次
に
第
七
と
し
て

「
作
兵
」
の
意
味
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
伝
世

、

文
献
で
も
微
妙
な
相
違
が
あ
っ
た
。
こ
の
『
五
紀
』
で
も
、
武
器
を
作
る
と
い
う
意
味

と
、
そ
の
武
器
を
精
鋭
に
し
て
陣
営
を
作
る
と
い
う
意
味
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も

「
蚩
尤
作
兵
」
が
著
名
な
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
を

、

反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
伝
世
文
献
の
中
に
は
、
こ
の
「
五
兵
」
を
五
種
の
武

器
と
し
た
上
で
、
そ
の
内
訳
を
説
明
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
五
兵
」
の

具
体
的
な
内
訳
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

第
八
に
、
戦
場
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
こ
の
清
華
簡
『
五
紀
』
で
は
、
戦
い
に
関

す
る
地
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い

『
山
海
経
』
で
は
「
冀
州

『
史
記

『
荘
子
』
な
ど

。

」
、

』

で
は
「
涿
鹿
」
な
ど
が
戦
場
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
現
在
の
地
図
上
で
特
定
す
る

こ
と
は
難
し
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
黄
河
流
域
、
中
国
の
北
方
地
帯
が
前
提
に
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
五
紀
』
の
よ
う
な
「
楚
簡
」
に
記
載
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
し
て
、
戦
国
時
代
中
期
に
は
こ
の
伝
承
が
南
方
に
も
伝
播
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。

な
お
、
上
博
楚
簡
第
五
分
冊
所
収
『
融
師
有
成
氏
』
に
も
、
断
簡
な
が
ら
「
蚩
尤
作

」

。

、

、

兵

の
語
が
見
え
る

伝
世
資
料
で
も

蚩
尤
と
苗
族
と
の
関
係
を
説
く
も
の
が
あ
り

南
方
と
の
関
わ
り
は
一
部
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
楚
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
こ

の
伝
承
の
南
方
へ
の
伝
播
が
確
認
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

第
九
と
し
て
、
天
人
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

「
蚩
尤
作
兵
」
に
よ
り
天
に
異
常
現

。

象
が
生
じ
て
「
百
神
」
が
恐
れ
、
黄
帝
が
天
に
祈
り
、
臣
下
た
ち
が
従
属
を
表
明
し
た

こ
と
に
よ
り
異
常
現
象
が
消
え
て
「
百
神
」
が
安
堵
す
る
な
ど
の
天
人
相
関
関
係
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
こ
の
文
献
が
、
后
帝
（
上
帝
）
の
言
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
点
も

間
接
的
な
が
ら
天
人
相
関
思
想
の
表
れ
だ
と
言
え
る

但
し

五
紀

五

、

。

、「

」「

徳
」
で
天
と
人
を
説
明
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
五
行
（
木
火
土
金
水
）
と
関
連
付
け
た

り
、
五
要
素
の
循
環
を
説
い
た
り
は
し
な
い
の
で
、
陰
陽
五
行
説
を
強
く
反
映
し
て
い

る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
五
紀
の
あ
り
方
に
反
し
た
場
合
に
天
罰
が
下
る
な
ど

の
時
令
説
や
災
異
説
的
要
素
も
見
ら
れ
な
い
。
濃
厚
な
天
人
相
関
思
想
が
説
か
れ
て
い

る
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
『
五
紀
』
全
体
に
視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
思
想
に
連
な
る
よ
う
な

重
要
な
言
葉
も
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
一
節
に
は

「
五
行

「
四
時

「
陰
陽
」

、

」

」

へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

・
唯
皇
上
帝
、
降
爲
民
式
、
建
設
五
行
、
四
時
是
備
（
一
一
二
頁
）

（

、

、

、

。
）

唯
れ
皇
上
帝

降
り
て
民
の
式
と
為
り

五
行
を
建
設
し

四
時
是
れ
備
わ
る

・
夫
七
次
設
敷
、
而
周
盈
陰
陽
、

轉
還
無
止
、
一
陰
一
陽
（
一
一
二
頁
）

…
…

（
夫
れ
七
次
設
敷
し
て
、
陰
陽
を
周
盈
し
、

転
じ
還
り
て
止
む
無
く
、
一
陰

…
…
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一
陽
た
り

）。

ま
た
、
素
朴
な
天
譴
思
想
と
見
ら
れ
る
要
素
も
あ
る
。

、

。

、

、

、

」

・
民
之
不
敬

神
祇
弗
良

天
地
疾
慍

神
見
禍
孽

過
而
弗
改

天
之
所
罰

…
…

（
一
二
三
頁
）

民
の
敬
せ
ざ
る
や

神
祇
良
か
ら
ず
と
す

天
地
疾
し
く
慍
り

神
禍
孽

（

、

。

、

…
…

は

げ

い

か

か

げ

つ

（
注
６
）

を
見
す
に
、
過
ち
て
改
め
ざ
れ
ば
、
天
の
罰
す
る
所
と
な
る
。
）

し

め

民
の
「
不
敬
」
に
神
は
不
快
感
を
抱
い
て
災
禍
を
示
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
民
が

そ
の
過
ち
を
改
め
な
け
れ
ば
天
罰
が
降
る
と
い
う
。

い
ず
れ
も
素
朴
な
段
階
に
は
あ
る
が

こ
う
し
た
思
想
が
後
の
陰
陽
五
行
説

相
生
・

、

（

相
克
）
や

『
呂
氏
春
秋

『
礼
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
時
令
説
、
董
仲
舒
の
災

、

』

異
説
な
ど
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
い
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
十
番
目
と
し
て
、
戦
後
処
理
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
伝
世
文
献
で

は
、
誅
殺
さ
れ
た
蚩
尤
の
死
体
が
解
体
さ
れ
た
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
蚩
尤
の
墓
所

に
関
す
る
伝
説
が
散
在
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
伝
承
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。

清
華
簡
『
五
紀
』
で
も
、
蚩
尤
の
亡
骸
は
解
体
さ
れ
、
身
体
の
各
部
位
が
植
物
や
器

。

、

（

）

、

具
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

こ
の
点
は

中
国

漢
族

神
話
に
特
徴
的
な
も
の
で

盤
古
の
死
体
化
生
伝
承
に
も
見
ら
れ
る

『
述
異
記
』
に
よ
れ
ば
、
原
初
の
混
沌
の
中
か

。

ら
天
地
が
生
じ
、
天
地
は
陰
陽
に
感
じ
て
盤
古
と
い
う
巨
人
を
生
み
、
そ
の
盤
古
が
死

ぬ
と
死
体
が
様
々
な
も
の
に
化
し
て
天
地
間
に
万
物
が
備
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
盤
古

、

、

、

、

、

の
息
は
風
雪
に

声
は
雷
に

左
眼
は
太
陽
に

右
目
は
月
に

手
足
と
体
は
山
々
に

血
潮
は
川
に
、
肉
は
土
に
、
髪
の
毛
や
髭
は
星
に
、
体
毛
は
草
木
に
、
歯
と
骨
は
金
石

に
、
汗
は
雨
に
な
っ
た
と
い
う

『
五
紀
』
に
お
い
て
、
死
後
の
蚩
尤
に
関
し
て
、
こ
う

。

し
た
詳
細
が
記
さ
れ
る
の
も
、
単
に
反
逆
者
を
見
せ
し
め
に
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
万
物
誕
生
譚
の
意
識
が
背
景
に
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

六

黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
思
想
史
的
特
色

多
く
の
観
点
か
ら
清
華
簡
『
五
紀
』
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
本

章
で
は
、
そ
れ
ら
を
集
約
し
つ
つ
、
最
も
重
要
な
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

よ
う
。

ま
ず
最
大
の
特
色
と
言
え
る
の
は
、
黄
帝
と
蚩
尤
が
親
子
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
蚩
尤
は
父
に
戦
い
を
挑
み
、
黄
帝
は
我
が
子
を
誅
殺
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
伝

承
の
背
景
に
は
、
親
子
の
相
克
、
子
に
よ
る
親
へ
の
反
逆
、
親
に
よ
る
子
殺
し
、
と
い

う
神
話
伝
承
の
普
遍
的
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。

伝
世
文
献
で
、
黄
帝
・
蚩
尤
を
親
子
と
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
述
べ
た
が
、

実
は
、
釈
文
の
原
注
が
指
摘
す
る
と
お
り

『
史
記
』
の
中
に
一
箇
所
そ
う
し
た
記
述
が

、

認
め
ら
れ
る

『
史
記
』
建
元
以
来
侯
者
年
表
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

。

、

、

。

、

。

以
故
高
廟
寢
郎
上
書
諫
孝
武
曰

子
弄
父
兵

罪
當
笞

父
子
之
怒

自
古
有
之

蚩
尤
畔
父
、
黃
帝
涉
江
。

（
故
の
高
廟
の
寝
郎
を
以
て
上
書
し
て
孝
武
を
諫
め
て
曰
く
、
子
、
父
の
兵
を
弄

も

と

し
、
罪
は
笞
に
当
た
る
。
父
子
の
怒
り
は
、
古
よ
り
之
有
り
。
蚩
尤
父
に
畔
き
、

ち

そ

む

黄
帝
江
を
渉
る

）。

こ
れ
に
つ
い
て
原
注
は
何
も
解
説
し
て
い
な
い
が
、
も
と
高
祖
の
寝
廟
の
官
で
あ
っ

た
田

千

秋

（
車
千
秋
）
が
武
帝
に
上
書
し
て
諫
め
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、

で

ん

せ

ん

し

ゅ

う

武
帝
末
期
に
太
子
の
劉
拠
が
興
し
た
巫
蠱
の
禍
に
際
し
て
、
田
千
秋
が
、
劉
拠
に
は
反

ふ

こ
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乱
の
意
志
は
な
い
と
武
帝
に
諫
め
た
出
来
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
親
子
間
の
感
情
の
も

つ
れ
は
古
く
か
ら
あ
り
、
か
つ
て
蚩
尤
が
父
に
背
き
、
黄
帝
が
討
伐
の
た
め
渡
河
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
は
そ
の
事
例
だ
と
し
、
そ
の
よ
う
な
惨
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う

慎
重
な
行
動
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
武
帝
と
太
子
と
の
親
子
関
係
を
、
黄

帝
・
蚩
尤
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
、
黄
帝
と
蚩
尤
と
が
親
子
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は

『
史
記
』
五
帝
本
紀
の
記
述
と
異
な
る
の
で

『
史
記
』
内
資
料
の
不
整
合

、

、

、

。『

』

、

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が

従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

史
記

三
家
注

梁
玉
縄
『
史
記
志
疑

、
中
井
履
軒
『
史
記
雕
題

、
滝
川
君
山
『
史
記
會
注
考
證
』
な

』

』

ど
代
表
的
な
『
史
記
』
研
究
書
に
も
ま
っ
た
く
指
摘
が
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
建
元
以。

来
侯
者
年
表
自
体
が
司
馬
遷
の
撰
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う

五
帝
本
紀
の
記
述
が
司
馬
遷
本
来
の
も
の
で
、
こ
の
表
と
の
間
に
齟
齬
が
あ
っ
た
と
し

て
も
特
に
注
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
司
馬
遷
の
自
撰
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
清
華

『

』

、

、

簡

五
紀

の
発
見
に
よ
り

古
く
か
ら
黄
帝
・
蚩
尤
を
親
子
だ
と
す
る
異
伝
が
あ
り

こ
の
年
表
の
田
千
秋
の
言
は
そ
う
し
た
古
伝
承
を
基
に
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
浮

上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

黄
帝
と
蚩
尤
が
親
子
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
戦
争
伝
承
は
、
建
元
以
来
侯
者
年

、

、

「

」

表
が
指
摘
す
る
通
り

子
が
親
に
反
逆
し

父
が
そ
れ
を
討
つ
と
い
う

父
子
の
怒
り

の
起
源
譚
と
も
な
る
。

で
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
伝
承
は
そ
の
後
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
こ
う
し
た
近
親
憎
悪
的
故
事
が
そ
の
後
の
中
国
世
界
の
中
で
は
強
く
求
め
ら
れ
な

く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伝
承
は
、
田
千
秋
の
諫
言
の
よ
う
に
反
面
教
師
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
後
の
儒
教
的
世
界
で
は
受
容
し
が
た
い
も
の
と

な
る
。
親
子
の
情
愛
を
基
に
す
る
「
孝
」
の
思
想
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
黄
帝
と
蚩
尤
は
血
縁
関
係
に
は
な
く
、
蚩
尤
を
炎
帝
の
子
、
黄
帝
の
臣
下
、

古
天
子
、
諸
侯
、
他
部
族
の
長
な
ど
と
す
る
伝
承
が
主
流
に
な
っ
て
、
こ
の
系
統
の
伝

承
は
亡
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
清
華
簡
『
五
紀
』
は
世
界
の
創
成
を
「
五
紀
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て

整
然
と
説
く
文
献
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
自
体
に
つ
い
て
は
、
儒
教

道
徳
で
覆
わ
れ
る
前
の
比
較
的
素
朴
な
観
念
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
第
二
の
思
想
的
特
色
と
し
て
、
王
権
の
起
源
と
そ
の
正
当
性
に
関
す
る
問
題
を

取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

こ
の
文
献
で
は
、
黄
帝
の
王
権
が
そ
の
武
勲
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
と
読
み
取
れ
る
。

す
な
わ
ち
蚩
尤
を
討
伐
し
た
と
い
う
軍
事
的
勝
利
が
王
権
の
正
当
性
を
保
証
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
武
勲
が
黄
帝
個
人
で
は
な
く
、
多
く
の
臣
下
た
ち
を
含
む
集

団
の
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
点
も
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の

理
屈
は
特
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
天
命
で
あ
る
と
か
、
天
道
に
よ
る
必
然
性
で
あ
る

な
ど
の
説
明
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
伝
承
は
、
儒
教
的
な
天
命
思

想
や
黄
老
思
想
的
な
天
道
思
想
が
確
立
す
る
前
の
古
い
形
態
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

た
だ
、
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
が
『
五
紀
』
の
文
脈
で
は

「
后
帝
」
を
起
源
と
す
る
世
界

、

形
成
過
程
の
重
要
な
事
件
と
し
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
黄
帝
に
助
力
し
た
多
く
の
臣
下

た
ち
は
、
そ
れ
以
前
の
段
落
で
は
諸
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
受
命
思
想

ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
が
、
黄
帝
の
権
威
は
天
神
の
付
託
や
支
援
を
間
接
的
に
受

け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
集
団
の
力
に
よ

る
勝
利
と
い
う
社
会
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
突
出
し
た
個
人
の
武
功
に
よ
る
と
す
る

素
朴
な
神
話
形
態
で
は
な
い
こ
と
も
分
か
る
。

こ
う
し
た
『
五
紀
』
の
思
想
史
的
位
置
を
、
図
２
「
英
雄
型
神
話
の
発
展
段
階
モ
デ

ル
」
と
し
て
図
解
し
て
み
よ
う
。
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【
図
２
】
英
雄
型
神
話
の
発
展
段
階
モ
デ
ル

突
出
し
た
個
人
の
武
力
に
よ
る
勝
利

↓
集
団
の
力
に
よ
る
勝
利
（
社
会
性
）

親
子
相
克
型

君
臣
対
立
型

部
族
ま
た

→

→

は
国
家
抗
争
型

↓
受
命
ま
た
は
天
道
に
よ
る
王
権
獲
得
（
理
論
的
）

ま
ず
、
素
朴
な
神
話
で
は
、
突
出
し
た
武
勇
を
持
っ
た
英
雄
が
敵
に
勝
利
す
る
。
す

な
わ
ち
個
人
の
圧
倒
的
な
武
勇
と
勝
利
そ
の
も
の
が
王
権
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
実
際
の
社
会
に
お
い
て
は
集
団
・
組
織
の
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
の

発
展
段
階
と
し
て
、
集
団
に
よ
る
勝
利
と
い
う
神
話
伝
承
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
社

会
性
を
帯
び
た
王
権
の
説
明
で
あ
る
。
た
だ
同
じ
く
社
会
性
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は

、

、

、

い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ

ま
ず
は
親
子
の
相
克

次
に
君
臣
の
対
立

そ
し
て
部
族
ま
た
は
国
家
間
の
抗
争
で
あ
る
。
こ
の
順
番
通
り
に
整
然
と
神
話
伝
承
が

発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
子
は
相
克
の
生
ず
る
最
も
素
朴
で
普

遍
的
な
関
係
で
あ
り
、
次
が
君
臣
、
そ
し
て
国
家
間
、
と
い
う
段
階
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
次
の
段
階
に
な
る
と
、
儒
教
的
な
天
命
や
、
黄
老
思
想
的
な
天
道
が
持
ち
出

さ
れ
る
。
王
権
の
由
来
と
正
当
性
は
、
よ
り
強
固
に
理
論
化
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
清
華
簡
『
五
紀
』
に
見
ら
れ
る
黄
帝
・
蚩

尤
の
伝
承
は
、
こ
の
内
の
社
会
性
を
帯
び
た
親
子
相
克
型
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
素
朴
な
神
話
か
ら
は
脱
し
て
い
る
が
、
天
命
や
天
道
に
よ
る
理
論
化
は
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
段
階
で
あ
る
。

な
お
、
獲
得
し
た
王
権
が
ど
の
よ
う
に
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
の
か
。
例
え
ば
、
世

襲
な
の
か
、
禅
譲
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
こ
れ
は
清
華
簡
『
五
紀
』

の
主
題
が
世
界
の
創
成
か
ら
王
権
の
確
立
ま
で
で
あ
り
、
そ
う
し
た
問
題
は
念
頭
に
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
主
題
と
し
て
い
る
新
出
土
文
献
と
し
て
は
、
郭
店

楚
簡
『
唐
虞
之
道
』
や
北
京
大
学
蔵
漢
簡
『
周
馴
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

。

（
注
７
）

こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
三
に
、
武
力
行
使
の
正
当
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
五
紀
』
で
は
、
武
器
を
作
り
戦
争
を
興
し
た
の
は
蚩
尤
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

世
界
の
秩
序
が
乱
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
黄
帝
は
そ
の
秩
序
回
復
の
た
め
に
止
む
な
く

。

、

、

蚩
尤
を
討
伐
し
た
と
い
う
正
当
化
が
図
ら
れ
て
い
る

し
か
も

蚩
尤
を
討
伐
し
た
後

親
征
し
て
世
界
全
体
（
邦
邑
）
を
武
力
制
覇
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
権
力
者
に

よ
る
武
力
行
使
が
蚩
尤
討
伐
を
契
機
と
し
て
全
面
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
分

か
る
。

さ
ら
に
、
最
終
的
に
は

「
文

「
恵

「
武
」
の
「
三
徳
」
を
広
め
て
天
下
を
統
治
し

、

」

」

た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
武
」
が
「
文
」
の
下
位
に
滑
り
込
む
こ
と
で

、

そ
の
意
義
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
中
国
的
文
武
論
の
先
駆
け
に
も
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う

。
こ
の
こ
と
を
図
３
「
中
国
的
文
武
観
の
展
開
モ
デ
ル
」
と
し
て
図
解
し
て

（
注
８
）

み
よ
う
。

ま
ず
歴
史
の
実
態
と
し
て
は
、
集
団
同
士
の
武
力
衝
突
が
あ
り
、
勝
利
し
た
方
の
リ

ー
ダ
ー
が
王
権
を
獲
得
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
勝
て
ば
官
軍
」
で
あ
る
。
た
だ
軍
事
力
を

背
景
と
し
た
む
き
出
し
の
王
権
に
は
脆
弱
性
も
あ
る
。
そ
の
正
当
性
を
理
論
的
に
説
明

で
き
ず
、
よ
り
強
大
な
軍
事
力
を
持
つ
他
者
に
よ
っ
て
簡
単
に
王
権
を
奪
わ
れ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
で
は
武
力
闘
争
が
限
り
な
く
続
き
、
平
和
で
安
定
し
た

時
代
が
訪
れ
な
い
。

、

、

「

」「

」

そ
こ
で
春
秋
戦
国
時
代
に
活
動
し
た
諸
子
百
家
の
内

儒
家
は

こ
こ
に

文

武

と
い
う
概
念
を
持
ち
だ
し
て

「
文
」
の
優
位
性
を
主
張
し
た
。
有
徳
の
王
者
は
実
際
の

、

武
力
を
発
動
す
る
ま
で
も
な
く
、
他
者
は
そ
の
文
徳
に
感
化
さ
れ
て
帰
服
し
て
く
る
と
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説
く
の
で
あ
る
。
孟
子
に
顕
著
な
王
道
政
治
の
思
想
で
あ
る
。

し
か
し
、
戦
国
時
代
の
戦
乱
は
、
こ
う
し
た
儒
家
の
理
想
を
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

。

。

『

』

た

実
際
に
は
激
し
い
闘
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

そ
こ
で

司
馬
法

は
、
兵
学
思
想
の
立
場
か
ら
新
た
な
文
武
観
を
提
唱
す
る
。
儒
家
が
価
値
を
低
い
と
し

て
退
け
た
「
武
」
も
「
文
」
と
同
格
の
意
義
を
持
ち
、
両
者
は
表
裏
一
体
の
関
係
で
併

存
す
る
と
い
う
の
で
あ
る

「
文
」
か
「
武
」
か
と
い
う
二
者
択
一
で
は
な
く
、
そ
も
そ

。

も
二
つ
の
原
理
を
併
存
さ
せ
、
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
。
戦
国
時
代
を
背
景
と
し
た
現
実
的
な
提
言
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
そ
も
そ
も
二
つ
あ
る
も
の
を
原
理
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
文

「
武
」
の
併
存
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
使
い

、

」

分
け
る
の
か
。
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
真
の
原
理
が
さ
ら
に
追
究
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
馬
王
堆
帛
書
『
称
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
天
道
」
の
理

論
で
あ
る
。
世
界
に
四
季
が
あ
り
、
春
夏
秋
冬
が
循
環
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
武
も
天

道
の
下
に
同
等
の
価
値
を
持
ち
、
天
道
の
推
移
に
従
っ
て
そ
の
強
弱
が
増
減
す
る
と
説

。

「

」

、

。

い
た
の
で
あ
る

文
献
名
の

称

と
は

バ
ラ
ン
ス
の
意
味
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る

儒
家
が
説
く
よ
う
な
理
想
と
し
て
の
「
文
」
と
戦
国
の
現
実
を
踏
ま
え
た
「
武
」
と
を

天
道
の
も
と
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
配
置
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
理
論
に
大
い
に
触
発
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
が
、
漢
代
の
董

仲
舒
の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
著
と
さ
れ
る
『
春
秋
繁
露
』
に
は
陽
尊
陰
卑
篇
が
あ
る
。

こ
の
篇
名
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
董
仲
舒
は
、
天
道
と
人
為
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
整

。

、

、

理
し
た

天
に
は
陰
陽
の
二
気
が
あ
り

世
界
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が

春
夏
が
温
か
く
秋
冬
が
冷
た
い
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
陽
が
尊
く
陰
が
卑
し

。

、

「

」

い
と
い
う
上
下
関
係
で
併
存
し
て
い
る

こ
れ
を
人
事
に
当
て
は
め
る
と

陽
が

文

「
徳

、
陰
が
「
武

「
刑
」
に
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
陽

文

徳
こ
そ
が
、
基
本
的

」

」

─

─

「

」

、

、

「

」

で
通
常
時
に
取
ら
れ
る
べ
き

経

で

陰

武

刑
は

臨
機
応
変
に
繰
り
出
す

権

─

─

で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
先
秦
の
儒
家
が
否
定
し
て
い
た
「
武
」
も

天
道
の
理
と
し
て
「
文
」
の
下
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
董
仲
舒
の
思
想
は
、
先
秦
儒
家
の
文
武
観
か
ら
見
る
と
相
当
の
飛
躍
が
あ

る
。
従
来
は
、
馬
王
堆
帛
書
『
称
』
の
よ
う
な
理
論
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

中
国
思
想
史
に
お
い
て
、
孔
子
や
孟
子
の
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
素
朴
な
文
武
観
が

な
ぜ
董
仲
舒
の
よ
う
な
高
度
な
思
想
に
発
展
し
た
の
か
は
大
き
な
謎
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
両
者
の
間
に
『
称
』
の
よ
う
な
思
想
的
展
開
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
董
仲
舒
の
思

想
形
成
も
比
較
的
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、

『

』

。『

』

加
え
て

清
華
簡

五
紀

も
そ
の
間
隙
を
埋
め
て
く
れ
る
思
想
に
な
ろ
う

五
紀

は
、
黄
帝
が
蚩
尤
を
誅
殺
し
た
後
、
さ
ら
に
武
力
に
よ
っ
て
世
界
を
制
覇
し
、
最
終
的

に
は

「
文

「
恵

「
武
」
の
「
三
徳
」
に
よ
っ
て
世
界
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
と
記
し

、

」

」

て
い
る
。
こ
こ
に
天
命
や
天
道
の
思
想
は
見
ら
れ
な
い
が

「
武
」
を
現
実
の
も
の
と
し

、

て
受
け
止
め
、
そ
れ
を
「
文
」
の
下
に
滑
り
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
値
を
認
め

よ
う
と
し
て
い
る
。

当
時
の
『
五
紀
』
の
読
者
が
こ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
見
方

に
よ
っ
て
は
、
や
や
唐
突
な
理
屈
だ
と
も
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
蚩
尤
を
誅
殺
し
た

黄
帝
自
身
に
は

「
文
」
や
「
恵
」
の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
黄

、

帝
は
武
力
に
よ
っ
て
勝
利
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
文
徳
に
蚩
尤
が
ひ
れ
伏
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
『
五
紀
』
が
「
勝
て
ば
官
軍
」
的
な
王
権
論
を
説
か
ず
、
こ
の
よ
う
な

三
徳

を
提
示
し
た
の
は

中
国
の
文
武
観
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
も
大
い
に
注
目

「

」

、

さ
れ
る

「
中
国
的
文
武
観
の
展
開
モ
デ
ル
」
の
中
で
は

『
司
馬
法
』
と
『
称
』
の
中

。

、

間
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う

『
称
』
に
加
え
て
『
五
紀
』
の
よ
う
な
文
武
観
が

。

当
時
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
漢
代
以
降
の
中
国
的
文
武
観
の
形
成
に
一
定
の
役
割

を
果
た
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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【
図
３
】
中
国
的
文
武
観
の
展
開
モ
デ
ル

（
先
秦
儒
家
）

（

司
馬
法

）

（

五
紀

）

（

称

）

（
董
仲
舒
）

『

』

『

』

『

』

○
武

○
文

文

文

陽

陰

×
×

文
・

恵

・
武

天
道

－

－

―

（

）

武

武

武

武

文

武

徳

刑

経

権

最
後
に
、
や
や
余
談
的
に
は
な
る
が

「
洪
水
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。

、

『
五
紀
』
の
冒
頭
で
は
、
そ
も
そ
も
洪
水
が
あ
っ
て
后
帝
が
こ
れ
を
治
め
た
と
説
き

起
こ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
后
帝
以
前
に
も
世
界
は
あ
り
、
洪
水
に
よ
っ
て
一
旦
混

沌
と
な
っ
た
後
、
改
め
て
世
界
の
秩
序
「
五
紀
」
が
整
え
ら
れ
た
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
完
全
な
「
無
」
か
ら
天
地
万
物
人
間
が
誕
生
す
る
と
い

う
宇
宙
創
成
神
話
で
は
な
く
、
旧
世
界
か
ら
新
世
界
へ
の
更
新
を
説
い
て
い
る
と
言
え

る
。洪

水
神
話
は
世
界
各
地
に
分
布
し
て
お
り
、
従
前
の
雑
多
な
世
界
を
一
旦
リ
セ
ッ
ト

し
、
そ
の
後
、
唯
一
の
正
統
に
よ
っ
て
新
世
界
が
始
ま
る
と
説
明
す
る
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
ま
た
洪
水
の
発
生
は
、
人
間
の
悪
事
に
対
す
る
神
の
怒
り
で
あ
り
、

正
し
い
人
間
の
み
が
そ
れ
を
免
れ
る
な
ど
の
倫
理
的
観
点
を
含
む
場
合
が
あ
る
。
ノ
ア

の
箱
舟
伝
説
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
中
国
の
洪
水
伝
承
は
、
夏
王
朝
の
創
始
者
禹
の
治
水
伝
説
に
見
ら
れ
る
と
お

り
、
洪
水
自
体
よ
り
も
「
治
水
」
の
側
に
力
点
が
置
か
れ
、
し
か
も
洪
水
の
発
生
に
倫

理
的
観
点
を
含
ん
で
い
な
い
点
に
も
特
色
が
あ
る
。
こ
の
点
は
『
五
紀
』
も
同
様
で
あ

り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
中
国
的
な
伝
承
で
あ
る
と
言
え
る
。

な
お
、
世
界
の
創
世
を
洪
水
か
ら
語
る
の
は
、
男
性
的
な
創
造
神
話
で
、
家
父
長
的

、

『

』

。

な
神
話
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が

こ
の

五
紀

に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る

（

）

注
９

結

語

以
上
、
本
稿
で
は
、
新
た
に
公
開
さ
れ
た
清
華
簡
『
五
紀
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に

見
ら
れ
る
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

『
五
紀
』
は
、
黄
帝
・
蚩
尤
伝
承
の
研
究
に
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ

う
。
ま
た
、
こ
の
伝
承
を
中
国
思
想
史
の
展
開
、
特
に
古
代
思
想
史
の
重
要
課
題
で
あ

っ
た
王
権
の
由
来
と
正
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
中
国
の
文
武
観
の

展
開
の
上
で
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
『
史
記
』
表
の
記
載
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
そ
の
資
料

的
価
値
が
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
な
ぜ
そ
う
し
た
系
統
の
伝
承
が
亡
ん
で
い
っ
た
の

か
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

清
華
簡
『
五
紀
』
で
は
、
黄
帝
・
蚩
尤
が
親
子
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
子
が
親
に
反

発
し
、
親
は
そ
の
子
を
誅
殺
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
非
中
国
的
な
構
造
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
親
子
の
相
克
」
に
つ
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
も
類
似
の
伝
承
が
見

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
で
は
、
世
界
の
創
始
が
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

全
世
界
を
最
初
に
支
配
し
て
い
た
天
空
神
ウ
ラ
ノ
ス
と
地
母
神
ガ
イ
ア
か
ら
ク
ロ
ノ

ス
が
生
ま
れ
た
。
後
に
ク
ロ
ノ
ス
は
父
ウ
ラ
ノ
ス
を
追
放
す
る
が
、
そ
の
際
、
ウ
ラ
ノ

ス
と
ガ
イ
ア
は
、
ク
ロ
ノ
ス
に
向
か
っ
て
「
お
前
自
身
の
子
に
よ
っ
て
支
配
権
を
奪
わ

れ
る
だ
ろ
う
」
と
予
言
し
た
。
ク
ロ
ノ
ス
は
予
言
を
避
け
る
た
め
、
次
々
と
我
が
子
を

殺
し
て
行
く
が
、
六
番
目
の
子
ゼ
ウ
ス
は
死
を
免
れ
た
。
成
人
に
達
し
た
ゼ
ウ
ス
は
十
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年
に
及
ぶ
戦
争
に
よ
り
、
つ
い
に
父
の
ク
ロ
ノ
ス
を
討
っ
て
追
放
し
、
こ
こ
に
全
知
全

能
の
神
ゼ
ウ
ス
率
い
る
オ
リ
ン
ポ
ス
の
神
々
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
ゼ
ウ
ス
の
子
の
一

人
が
、
十
二
の
難
業
を
克
服
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ア
神
話
最
大
の
英
雄
ヘ
ラ

ク
レ
ス
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ゼ
ウ
ス
と
妻
メ
テ
ィ
ス
の
娘
が
、
学
芸
の
女
神
ア
テ
ナ
で
あ
る
が
、
ゼ
ウ
ス

は

「
メ
テ
ィ
ス
か
ら
生
ま
れ
る
男
子
は
父
の
王
座
を
奪
う
だ
ろ
う
」
と
の
予
言
に
お
び

、
え
て
妊
娠
中
の
妻
を
の
み
込
ん
だ
も
の
の
、
ゼ
ウ
ス
の
額
か
ら
成
人
し
て
武
装
し
た
姿

で
ア
テ
ナ
が
飛
び
出
し
た
と
さ
れ
る
。

天
空
神
ウ
ラ
ノ
ス

ヘ
ラ
ク
レ
ス

（

）

ク
ロ
ノ
ス

ゼ
ウ
ス

ア
テ
ナ

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

（
ジ
ュ
ピ
タ
ー
）

地
母
神
ガ
イ
ア

ア
レ
ス
（
マ
ル
ス
）

こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
は
、
親
子
の
相
克
は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と

な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
子
が
親
に
反
発
し
、
親
を
追
放
し
た
り
殺
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
世
代
交
代
が
進
ん
で
行
く
と
い
う
基
本
構
造
に
な
っ
て
い
る

『
五
紀
』
も
同
様

。

に
子
が
親
に
反
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
親
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
る
と
い
う
の
は
大

き
な
相
違
点
で
あ
る
。

ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
軍
神
ア
レ
ス
は
ゼ
ウ
ス
の
子
の
一
人
で
、
戦
闘
時
の
狂
乱

を
神
格
化
し
た
荒
ぶ
る
神
だ
と
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
神
話
で
こ
れ
と
同
一
神
と
さ
れ
る
マ

ル
ス
は
、
人
間
に
豊
か
さ
を
与
え
て
く
れ
る
戦
い
と
農
耕
の
神
と
な
り
、
神
格
は
や
や

変
容
し
た
。

こ
う
し
た
変
容
は
、
中
国
の
戦
争
神
の
展
開
に
も
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
中

国
に
お
け
る
戦
争
神
は
、
荒
ぶ
る
異
形
神
「
蚩
尤
」
か
ら
、
王
に
忠
誠
を
尽
く
す
武
神

「
太
公
望

「
関
羽
」
へ
と
変
質
し
た

。
清
華
簡
『
五
紀
』
で
も
、
蚩
尤
の
荒
ぶ

」

（
注

）
10

る
性
格
は
稀
薄
で
あ
る

「
文
」
の
下
位
に
「
武
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
中
国
の
文

。

武
観
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
蚩
尤
が
辿
り
行
く
必
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

注

（
１
）
竹
簡
背
面
の
劃
痕
の
状
況
に
つ
い
て
は

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

』
上
冊
所
収
「
原

、

）

大
図
版
」
の
各
竹
簡
背
面
写
真
参
照
。

（
２
）
竹
簡
の
各
種
符
号
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
竹
簡
学

中
国
古
代
思
想
の
探
究

（
大
阪
大
学

─

─
』

出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
３

「
稱
攘
以
圖
」
に
つ
い
て
「
補
正
」
は

「
称
量
以
圖
」
と
読
む
。
ま
た

「
后
帝
靖
己
」
に
つ

）

、

、

い
て
「
后
帝
省
己
」
と
読
む
。
い
ず
れ
も
意
味
に
大
差
は
な
い
が
、
一
説
と
し
て
評
価
で
き

る
。

（

）「

」

「

」

、

『

』

「

、

、

４

五
紀

に
つ
い
て

補
正

は

原
釈
文
の
原
注
が

書
経

洪
範
の

一
曰
歳

二
曰
月

三
曰
日
、
四
曰
星
辰
、
五
曰
暦
數
」
を
参
考
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
本
来

「
五
紀
」
の
細
目
は
、
こ
の
清
華
簡
『
五
紀
』
の
よ
う
に
「
日
、
月
、
星
、
辰
、
歳
」
の
五

つ
で
あ
り
、
洪
範
の
「
五
紀
」
も
は
じ
め
は
こ
の
五
つ
を
指
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
す

る
。

（
５

「
唯
后
之
正
民
之
德
」
に
つ
い
て
は
原
釈
文
の
ま
ま
と
し
た
が

「
補
正
」
は
「
唯
后
之
政
、

）

、

民
之
德
」
と
読
み
、
伝
世
文
献
で
も
王
の
政
治
と
民
の
徳
と
を
対
比
す
る
も
の
が
あ
る
と
指

摘
す
る
。
確
か
に

「
仁
義
愛
仁
忠
」
の
五
徳
は
為
政
者
・
民
双
方
に
求
め
ら
れ
て
い
る
で
あ

、

ろ
う
か
ら
、
そ
の
修
正
案
に
も
説
得
力
が
あ
る
。

（

）「

」

、「

」

「

」

、「

」

。

６

天
地
疾
慍

に
つ
い
て

補
正

は

天
地
疾
瘟

に
読
み

疾
疫

の
意
で
あ
る
と
す
る
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（
７
）
郭
店
楚
簡
『
唐
虞
之
道
』
は
、
禅
譲
を
唯
一
の
王
位
継
承
形
態
だ
と
し
た
上
で
、
古
代
聖
王

の
内
、
禅
譲
さ
れ
、
ま
た
禅
譲
し
た
王
と
し
て
舜
を
絶
賛
す
る
。
ま
た
、
北
京
大
学
蔵
漢
簡

『
周
馴
』
は
、
殷
の
湯
王
の
故
事
を
引
き
な
が
ら
、
周
の
王
位
継
承
者
と
さ
れ
た
太
子
に
向

か
っ
て
、
長
子
相
続
が
絶
対
で
は
な
く
不
善
が
あ
れ
ば
廃
位
す
る
と
説
く
厳
し
い
訓
戒
の
内

容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
中
国
の
世
界
遺
産
を
旅
す
る

（
中
公
新

』

書
ラ
ク
レ
、
二
〇
一
八
年
）
第
一
章
参
照
。

（
８
）
中
国
的
文
武
観
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
戦
い
の
神
』
第
二
部
参
照
。

（
９
）
遠
藤
庄
治
「
環
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
地
域
に
お
け
る
津
波
伝
承
の
比
較
研
究

（
サ
ン
ト
リ
ー
文
化

」

財
団
研
究
助
成
成
果
報
告
、
二
〇
〇
五
年
度
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
者
ダ
ン
デ
ス
の
見

解
と
し
て
、
洪
水
神
話
は
家
父
長
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
象
徴
し
た
創
造
神
話
で
あ
る
と
す

る
。
た
だ
一
方
で
、
ア
ジ
ア
の
洪
水
神
話
で
は
洪
水
を
起
こ
す
の
は
必
ず
し
も
男
神
で
は
な

く
、
ま
た
生
き
残
る
の
は
女
性
の
ケ
ー
ス
が
多
い
と
も
指
摘
す
る
。

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
戦
い
の
神
』
第
一
部
参
照
。

10
【
参
考
文
献
】

『
文
物
』
所
収

・
馬
楠
「
清
華
簡
《
五
紀
》
篇
初
識

（

文
物
』
二
〇
二
一
年
第
九
期
、
二
〇
二
一
年
九
月
二
十
五

」
『

日
）

・
石
小
力
「
清
華
簡
《
五
紀
》
中
的
二
十
八
宿
初
探

（
同
）

」

・
賈
連
翔
「
清
華
簡
《
五
紀
》
中
的
〝
行
象
〟

之
則
與
〝
天
人
〟

關
係

（
同
）

」

・
程
浩
「
清
華
簡
《
五
紀
》
中
的
黃
帝
故
事

（
同
）

」

清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
清
華
大
学
出
土
文
献
読
書
会
（
劉
曉
晗
整
理

「
清
華
簡
第
十
一
輯
整
理
報
告
補
正

（
二
〇
二
一

）

」

年
十
二
月
十
六
日
）

・
袁
金
平
「
清
華
簡
《
五
紀
》
〝
眉
〟

字
補
釋

（
十
二
月
十
九
日
）

」

復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
鄔
可
晶
「
釋
清
華
簡
《
五
紀
》
的
〝
介
〟

（
十
一
月
十
八
日
）

」

・
劉
釗
・
李
聰
「
清
華
簡
《
五
紀
》
訓
釋
雜
說

（
十
二
月
八
日
）

」

・
抱
小
「
讀
《
五
紀
》
小
札
一
則

（
十
二
月
二
十
三
日
）

」

・
抱
小
「

五
紀
》
校
勘
札
記
一
則

（
十
二
月
二
十
四
日
）

《

」

・
王
寧
「
清
華
簡
《
五
紀
》
簡
一
〇
四

一
〇
七
部
分
文
字
釋
讀

（
十
二
月
二
十
六
日
）

─

」

・
抱
小
「
讀
《
五
紀
》
小
札
一
則

（
十
二
月
三
十
日
）

」

・
王
鵬
遠
・
陳
哲
「
清
華
簡
《
五
紀
》
讀
札

（
十
二
月
三
十
一
日
）

」

・
王
寧
「
說
清
華
簡
《
五
紀
》
中
用
爲
〝
尾
〟

、
〝
衍
〟

之
字

（
二
〇
二
二
年
一
月
三
日
）

」

・
張
雨
絲
・
林
志
鵬
「
清
華
簡
《
五
紀
》
〝
四
冘
〟

小
議

（
一
月
七
日
）

」

・
尚
賢
「
說
清
華
簡
《
五
紀
》
中
關
於
占
卜
的
一
段
話

（
一
月
十
二
日
）

」

「

《

》

《

》

」

・
王
寧

清
華
簡

五
紀

〝

(

眉)

〟
字
獻
疑

兼
解
北
大
漢
簡

妄
稽

之
〝
蟻
黎
䀹
管
〟

─

―

（
一
月
二
十
四
日
）

武
漢
大
学
簡
帛
網
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
羅
小
華
「

五
紀
》
小
札

（
二
〇
二
一
年
十
一
月
十
六
日
）

《

」

・
羅
小
華
「
清
華
簡
《
五
紀
》
雜
識

（
十
二
月
十
六
日
）

」

【
附
記
】

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ｂ
「
戦
国
秦
漢
簡
牘
の
総
合
的
研
究

安
大

─

簡
・
清
華
簡
・
上
博
簡
・
北
大
簡
を
中
心
と
し
て

（
１
９
Ｈ
０
１
１
９
３

二
〇
一
九
～
二
〇
二

─
」

、

二
年
度

（
研
究
代
表
者
湯
浅
邦
弘
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

）
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湯
浅

邦
弘
（
ゆ
あ
さ
・
く
に
ひ
ろ
）

。

。

。

一
九
五
七
年
生
ま
れ

大
阪
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
教
授

専
門
は
中
国
思
想
史

本
稿
に
直
接
関
わ
る
著
書
に
『
戦
い
の
神

中
国
古
代
兵
学
の
展
開

（
研
文
出
版
、

─

─
』

）
、

、『

』

二
〇
〇
七
年

新
出
土
文
献
に
関
す
る
著
書
に

竹
簡
学

中
国
古
代
思
想
の
探
究

─

─

（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年

、
編
著
に
『
清
華
簡
研
究

（
汲
古
書
院
、
二
〇
一

）

』

七
年
）
な
ど
。
最
新
刊
に
、
明
治
時
代
の
漢
学
者
西
村
天
囚
の
世
界
一
周
旅
行
を
た
ど
っ

た
『
世
界
は
縮
ま
れ
り

西
村
天
囚
『
欧
米
遊
覧
記
』
を
読
む

（K
A
D
O
K
A
W
A

、
二
〇

─

─
』

二
二
年
）
が
あ
る
。


